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四

〇
手
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料
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例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
財　

政　

課
）　
　

五

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
税　

務　

課
）　
　

五

〇
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
基
金
条
例
施
行
規
則�

（
市
町
村
課
）　
　

七

〇
公
営
企
業
安
定
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

一
八

〇�

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等�

に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定�

め
る
規
則�

（
デ
ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課
）　

二
五

〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

二
五

〇
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則�

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

二
六

〇
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

二
六

〇
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

二
六

〇
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

二
六

〇
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

二
七

〇
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関�

す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
子
育
て
社
会
推
進
課
）　

二
七

〇
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

二
七

〇
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規�

則�

（
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
）　

二
八

〇
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を

定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
障
害
福
祉
課
）　

二
九

〇
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

二
九

〇
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

二
九

〇
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

二
九

〇
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

二
九

〇
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

三
〇

〇
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
新
産
業
振
興
課
）　

三
〇

〇
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
建
築
宅
地
課
）　
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三

〇
証
紙
規
則
を
廃
止
す
る
規
則�

（
出
納
管
理
課
）　

三
五

訓

令

甲

〇
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
人　

事　

課
）　

三
七

〇
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令�

（
県
政
情
報
・
文
書
課
）　

四
八

告

示

〇
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
告
示�

（
県
政
情
報
・
文
書
課
）　

四
九

議

会

〇
宮
城
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

五
〇

〇
宮
城
県
議
会
会
議
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則�

五
〇

〇
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
宮
城
県
議
会
の
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程�

五
一
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〇
宮
城
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令�

五
三

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則�

五
四

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則�

五
六

人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
一
―
四
（
人
事
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規

則
）�

五
六

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則�

五
七

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則�

五
八

〇
人
事
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令�

五
八

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
基
準
等
）
の
一
部
の
委
任
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示�

五
九

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
基
準
等
）
の
一
部
の
委
任
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示�

五
九

〇
人
事
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
告
示�

五
九

労
働
委
員
会

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則�

六
〇

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令�
六
一

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
告
示�
六
一

規

則

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
号

　
　
　
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

　

（
内
国
旅
行
甲
地
方
の
範
囲
）

第�

十
三
条　

条
例
別
表
第
一
第
一
号
の
表
備
考
に
規
定
す
る
「
知
事
が
規
則
で
定
め
る
地
域
」
及
び
「
知
事
が
規
則
で

定
め
る
も
の
」
は
、
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
、
千
葉
県
千
葉
市
、
東
京
都
特
別
区
、
神
奈
川
県
横
浜
市
、
川
崎
市
及
び

相
模
原
市
、
愛
知
県
名
古
屋
市
、
京
都
府
京
都
市
、
大
阪
府
大
阪
市
及
び
堺
市
、
兵
庫
県
神
戸
市
、
広
島
県
広
島
市

並
び
に
福
岡
県
福
岡
市
と
す
る
。

　

（
外
国
旅
行
指
定
都
市
の
範
囲
）

第�

十
四
条　

条
例
別
表
第
二
第
一
号
の
表
備
考
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
都
市
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
、
ロ
ン
ド
ン
、
モ
ス
ク
ワ
、
パ
リ
、
ア
ブ
ダ

ビ
、
ジ
ッ
ダ
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
リ
ヤ
ド
及
び
ア
ビ
ジ
ャ
ン
の
地
域
と
す
る
。

　

（
外
国
旅
行
に
係
る
地
域
の
定
義
）

第�

十
五
条　

条
例
別
表
第
二
第
一
号
の
表
備
考
第
一
号
に
規
定
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
と
し
て
知
事
が
規
則
で

定
め
る
地
域
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
域
と
す
る
。

　

一�　

北
米
地
域　

北
ア
メ
リ
カ
大
陸
（
メ
キ
シ
コ
以
南
の
地
域
を
除
く
。）、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
、
ハ
ワ
イ
諸
島
、
バ

ミ
ュ
ー
ダ
諸
島
及
び
グ
ア
ム
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
ょ
（
西
イ
ン
ド
諸
島
及
び
マ
リ
ア
ナ
諸
島
（
グ
ア
ム

を
除
く
。）
を
除
く
。）

　

二�　

欧
州
地
域　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
（
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
キ
ル
ギ
ス
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
モ
ル
ド

バ
及
び
ロ
シ
ア
を
含
み
、
ト
ル
コ
を
除
く
。）、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
英
国
、
マ
ル
タ
及
び
キ
プ
ロ

ス
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
ょ
（
ア
ゾ
レ
ス
諸
島
、
マ
デ
ィ
ラ
諸
島
及
び
カ
ナ
リ
ア
諸
島
を
含
む
。）

　

三�　

中
近
東
地
域　

ア
ラ
ビ
ア
半
島
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
ラ
ク
、
イ
ラ
ン
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
ヨ

ル
ダ
ン
、
シ
リ
ア
、
ト
ル
コ
及
び
レ
バ
ノ
ン
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
ょ

　

四�　

ア
ジ
ア
地
域
（
本
邦
を
除
く
。）　

ア
ジ
ア
大
陸
（
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ウ

ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
キ
ル
ギ
ス
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ベ
ラ

ル
ー
シ
、
モ
ル
ド
バ
、
ロ
シ
ア
及
び
前
号
に
定
め
る
地
域
を
除
く
。）、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
及
び
ボ
ル
ネ
オ
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
ょ

　

五�　

中
南
米
地
域　

メ
キ
シ
コ
以
南
の
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
、
南
ア
メ
リ
カ
大
陸
、
西
イ
ン
ド
諸
島
及
び
イ
ー
ス
タ
ー

並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
ょ

　

六�　

大
洋
州
地
域　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
及
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
ょ
並
び
に
ポ

リ
ネ
シ
ア
海
域
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
海
域
及
び
メ
ラ
ネ
シ
ア
海
域
に
あ
る
島
し
ょ
（
ハ
ワ
イ
諸
島
及
び
グ
ア
ム
を
除
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七�　

ア
フ
リ
カ
地
域　

ア
フ
リ
カ
大
陸
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
ス
カ
レ
ー
ニ
ュ
諸
島
及
び
セ
ー
シ
ェ
ル
諸
島
並
び
に

そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
ょ
（
ア
ゾ
レ
ス
諸
島
、
マ
デ
ィ
ラ
諸
島
及
び
カ
ナ
リ
ア
諸
島
を
除
く
。）

　

八　

南
極
地
域　

南
極
大
陸
及
び
周
辺
の
島
し
ょ

　

（
外
国
旅
行
甲
地
方
の
範
囲
）

第�

十
六
条　

条
例
別
表
第
二
第
一
号
の
表
備
考
第
一
号
に
規
定
す
る
甲
地
方
は
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定

め
る
地
域
の
う
ち
第
十
四
条
の
地
域
以
外
の
地
域
で
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
キ
ル
ギ
ス
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
コ
ソ

ボ
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
セ
ル
ビ
ア
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
チ
ェ
コ
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、

ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
、
モ
ル
ド

バ
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
及
び
ロ
シ
ア
を
除
い
た
地
域
と
す
る
。

　

（
外
国
旅
行
丙
地
方
の
範
囲
）

第�

十
七
条　

条
例
別
表
第
二
第
一
号
の
表
備
考
第
一
号
に
規
定
す
る
丙
地
方
は
、
第
十
五
条
第
四
号
、
第
五
号
、
第
七

号
及
び
第
八
号
に
定
め
る
地
域
の
う
ち
第
十
四
条
の
地
域
以
外
の
地
域
で
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

タ
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
及
び
マ
レ
ー
シ
ア
を
含
む
。）、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
大
韓
民
国
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

ボ
ル
ネ
オ
及
び
香
港
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
ょ
を
除
い
た
地
域
と
す
る
。

別
表
第
一（

そ
の
一）

中 「
３
級

４
級
３
級
の
21号
俸
以

上
４
級
の
65号
俸
以

上

を

４
級
の
64号
俸
以

下

特
２
級
の
21号
俸

以
上
２
級
の
49号
俸
以

上

３
級
の
５
号
俸
か

ら
20号
俸
ま
で

特
２
級
の
21号
俸

以
上
２
級
の
61号
俸
以

上

特
２
級
の
20号
俸

以
下
２
級
の
37号
俸
か

ら
48号
俸
ま
で

３
級
の
４
号
俸
以

下特
２
級
の
20号
俸

以
下
２
級
の
45号
俸
か

ら
60号
俸
ま
で

３
級

」

「
３
級

４
級
３
級
の
９
号
俸
以

上
４
級
の
49号
俸
以

上

に
、

４
級
の
48号
俸
以

下

特
２
級
の
９
号
俸

以
上
２
級
の
49号
俸
以

上

３
級
の
８
号
俸
以

下特
２
級
の
９
号
俸

以
上
２
級
の
61号
俸
以

上

特
２
級
の
８
号
俸

以
下
２
級
の
37号
俸
か

ら
48号
俸
ま
で

特
２
級
の
８
号
俸

以
下
２
級
の
45号
俸
か

ら
60号
俸
ま
で

３
級

」

「
２
級
の
13号
俸
以

上

を

２
級
の
12号
俸
以

下
５
級
の
13号
俸
以

上
５
級
の
21号
俸
以

上

１
級

５
級
の
12号
俸
以

下４
級
３
級
の
25号
俸
以

上

５
級
の
20号
俸
以

下４
級
３
級
の
25号
俸
以

上

３
級
の
24号
俸
以

下２
級
の
17号
俸
以

上

３
級
の
24号
俸
以

下２
級
の
25号
俸
以

上
」

「
２
級

に
改
め
る
。

５
級
の
５
号
俸
以

上
５
級
の
13号
俸
以

上

１
級

５
級
の
４
号
俸
以

下４
級
３
級
の
21号
俸
以

上

５
級
の
12号
俸
以

下４
級
３
級
の
21号
俸
以

上

３
級
の
20号
俸
以

下２
級
の
17号
俸
以

上

３
級
の
20号
俸
以

下２
級
の
25号
俸
以

上
」
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別
表
第
一
（
そ
の
二
）
中
「，

特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員

（任
期
付
職
員
条
例
第
２
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員

）及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

（任
期
付
職
員
条
例
第
２
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
）」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
後
の
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後

に
出
発
す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
施
行
日
以
後
の
期
間

に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
施
行
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
施
行
日
前
に
完
了
し

た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�

　

規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
一
号

　
　
　
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
規
則
（
宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年

宮
城
県
規
則
第
百
三
号
）
を
除
く
。
以
下
「
既
存
規
則
」
と
い
う
。）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第
二
条　

既
存
規
則
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
則
（
以
下
「
改
正
後
規
則
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
則
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
規
則
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
規
則
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
規
則
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一�　

章
、
節
、
款
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ

て
い
る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

二　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

�

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

四�　

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に
よ
る
片

仮
名

五�　

号
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト

六�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

七�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

八�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

九�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
四
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に
よ
る
片

仮
名

十�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
五
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト

十�

一　

表
中
そ
の
内
容
を
第
六
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順

に
よ
る
小
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
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十
二　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

１�　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の

　

２　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

３�　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

４�　

数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十
、
百

及
び
千
を
除
く
。）

　

５　

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
。）

十�

三　

左
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

次

十�

四　

右
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

上
記

十
五　

上
欄

左
欄

十
六　

下
欄

右
欄

十�

七　

よ
う
音
に
用
い
る「
や
」、「
ゆ
」、「
よ
」、「
ヤ
」、「
ユ
」

又
は
「
ヨ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」、「
ゅ
」、「
ょ
」、「
ャ
」、「
ュ
」

又
は
「
ョ
」

十
八　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

十
九　

読
点
と
し
て
表
記
す
る
「，

」

「、

」

２�　

前
項
の
表
十
三
の
項
か
ら
十
六
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
既
存
規
則
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い

る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３�　

第
一
項
の
表
三
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
及
び
十
三
の
項
か
ら
十
九
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を
引
用

す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４　

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
二
号

　
　
　
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
七
の
項
中
「
百
九
十
二
の
項
」
の
下
に
「
か
ら
百
九
十
四
の
項
ま
で
」
を
加
え
、「
た
め
に
」
を
「
た
め
、」
に

改
め
、「
宅
地
造
成
」
の
下
に
「
又
は
特
定
盛
土
等
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
三
号

　
　
　
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
十
五
条
の
九
の
見
出
し
を
「
環
境
性
能
割
の
減
免
申
請
書
の
添
付
書
類
等
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五

項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３�　

減
免
条
例
第
七
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
減
免
条
例
第
九
条
第
七
項
の
申
請
を
す

る
者
は
、
運
転
免
許
証
の
写
し
の
提
出
を
も
つ
て
当
該
運
転
免
許
証
の
提
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
五
十
六
条
の
四
の
見
出
し
を
「
種
別
割
の
減
免
申
請
書
の
添
付
書
類
等
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
十
五

条
の
九
第
三
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
九
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
五
十

五
条
の
九
第
四
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
九
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六

項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４�　

第
五
十
五
条
の
九
第
三
項
の
規
定
は
、
減
免
条
例
第
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
減
免

条
例
第
九
条
第
七
項
の
申
請
を
す
る
者
が
行
う
運
転
免
許
証
の
提
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

様
式
第
百
二
十
三
号
の
三
（
そ
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１２３号の ３（その２）

自 動 車 税 等 減 免 申 請 書

　　宮城県　　　　　　　　　　　　県税事務所長　殿� 　年　　　月　　　日　　

　県税減免条例第７条第１項第４号，第７条の４第１項の規定によつて自動車税（軽自動車税環境性能割）を減免されるよう
申請します。

①　

減

免

申

請

に

係

る

自

動

車

自 動 車 登 録
（車 両）番 号

宮
宮城
仙台

自 動 車 の
取 得 年 月 日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

前 使 用 の
自動車の番号

宮
宮城
仙台

前 使 用 車 の
減免の有無等

有　　　年　　　月　　　日�抹消・移転

無
（
申

請

者
）

納
税
義
務
者

住 所 〒 電話

氏 名 （身体障害者等との関係）
　 　本人・家族（　　　　　　　）

個 人 番 号 減免対象年度の４月１日（午前０時現在）に減免を受けようとする
自動車を所有している方は個人番号を記入してください。

主 た る 定 置 場

使 用 目 的
　１　通 学（園）　２　通 院　 ３　通 所　 ４　生 業

　（ 通 学 （ 園 ）・通 院 ・通 所 ・勤 務 先 � ）　　

自
動
車
税（
軽
自
動
車
税
）環
境
性
能
割

年 度 � 年度 自

動

車

税

種

別

割

年 度 � 年度

自動車の構造又は
設備の概要及び要
し た 費 用

構造又は
設 備

税 額 � 円費 用

税 額 � 円 減 免 上 限 � 円

減 免 上 限 � 円

減 免 後 納 付 額 � 円減 免 後 納 付 額 � 円

②
身
体
障
害
者
・
戦
傷
病
者
・
知
的
障
害
者
・
精
神
障
害
者

住 所
納税義務者と同じ（異なる場合に記入） ③　

運　
　

転　
　

す　
　

る　
　

者

住 所
納税義務者と同じ（異なる場合に記入）

氏 名
納税義務者と同じ（異なる場合に記入）

氏 名
納税義務者と同じ（異なる場合に記入）

生 年 月 日 � 年　　　月　　　日生　　　歳 生 年 月 日 � 年　　　月　　　日生

手

帳

等

種 類 及 び
番 号

１ 身体障害者手帳　�２ 戦傷病者手帳
３ 療育手帳　�４ 精神障害者保健福祉手帳
　宮城・仙台・（　　　）第 �　　　　　号

身 体 障 害 者 等
と の 関 係

本 人 ・常時介護者
家 族（� ）

運
転
免
許
証
※

交付年月日 � 年　　　月　　　日

交付年月日 � 年　　　月　　　日 有 効 期 限 � 年　　　月　　　日

障害の程度
種 類 及 び
条 件

普通・中型・大型・その他（� ）

障 害 名

※免許情報記録個人番号カードを提示する場合は，特定免許情報のうち該当する事項を記入してください。なお，交付年月
日欄には運転免許の年月日を記入してください。
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

�

　

市
町
村
振
興
資
金
貸
付
基
金
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
四
号

　
　
　
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
基
金
条
例
施
行
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
基
金
条
例
（
令
和
七
年
宮
城
県
条
例
第
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と

い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第�

二
条　

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に

よ
る
。

　

（
事
業
の
範
囲
等
）

第
三
条　

条
例
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
の
範
囲
等
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

事
業
の
区
分

事
業
の
範
囲

貸
付
要
件

貸
付
対
象
団
体

公
共
施
設
等

の
整
備
の
た

め
必
要
な
事

業

一�　

農
道
、
林
道
、
漁
港
等
農
林
水
産

施
設
の
整
備
事
業

二�　

集
会
所
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
等

の
文
教
施
設
の
整
備
事
業

三�　

保
育
所
等
の
児
童
福
祉
施
設
の
整

備
事
業

四�　

ご
み
処
理
施
設
等
の
生
活
環
境
施

設
の
整
備
事
業

五　

消
防
施
設
の
整
備
事
業

六　

観
光
施
設
の
整
備
事
業

七�　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

市
町
村
等

　

�

公
共
施
設
等
の
整
備
の
た
め
、
知
事

が
必
要
と
認
め
る
事
業

過
疎
地
域
の

振
興
の
た
め

必
要
な
事
業

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第

十
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。）
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
施
設
の
整
備
事
業
及
び
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
債
を
も
っ
て

そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業

過
疎
地
域
の
市
町
村
（
法
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
過

疎
地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
市
町
村

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
行
う
当

該
過
疎
地
域
の
市
町
村
の
区
域
（
法

第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
を
そ

の
区
域
に
含
む
過
疎
地
域
の
市
町
村

に
あ
っ
て
は
、
当
該
過
疎
地
域
と
み

な
さ
れ
る
区
域
）
の
振
興
の
た
め
の

事
業
で
あ
る
こ
と
。

過
疎
地
域
の

市
町
村

辺
地
の
振
興

の
た
め
必
要

な
事
業

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備

の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
公
共
的
施
設
の
整
備
事
業

辺
地
を
包
括
す
る
市
町
村
が
行
う
辺

地
の
振
興
の
た
め
の
事
業
で
あ
る
こ

と
。

辺
地
を
包
括

す
る
市
町
村

そ
の
他
知
事

が
適
当
と
認

め
る
事
業

一�　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
九
号
）
第
五
条
各
号
に
掲
げ

る
地
方
債
を
も
っ
て
そ
の
財
源
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
事
業

二�　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法

令
の
規
定
に
よ
り
地
方
債
を
も
っ
て

そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
事

業

知
事
が
別
に
定
め
る
。

市
町
村
等

　

（
貸
付
条
件
）

第�

四
条　

条
例
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
利
率
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
事
業
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
利
率
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

一�　

公
共
施
設
等
の
整
備
の
た
め
必
要
な
事
業　

貸
付
決
定
の
日
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
融
資
資
金
が
地
方
債
に
運
用
さ
れ
る
場
合
の
貸
付
利
率
（
そ
の

貸
付
け
に
係
る
償
還
方
法
、
償
還
期
間
及
び
据
置
期
間
に
対
応
す
る
利
率
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
財
政
融
資

資
金
の
貸
付
利
率
」
と
い
う
。）
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
（
当
該
率
に
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
率
と
し
、
当
該
率
が
年
〇
・
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
知
事
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が
定
め
る
利
率
と
す
る
。）

　

二�　

過
疎
地
域
の
振
興
の
た
め
必
要
な
事
業　

財
政
融
資
資
金
の
貸
付
利
率
に
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
（
当
該

率
に
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
率
と
し
、
当
該
率
が
年
〇
・
〇
一

パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
知
事
が
定
め
る
利
率
と
す
る
。）

　

三�　

辺
地
の
振
興
の
た
め
必
要
な
事
業　

財
政
融
資
資
金
の
貸
付
利
率
に
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
（
当
該
率
に

小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
率
と
し
、
当
該
率
が
年
〇
・
〇
一
パ
ー
セ

ン
ト
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
知
事
が
定
め
る
利
率
と
す
る
。）

　

四�　

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
事
業　

財
政
融
資
資
金
の
貸
付
利
率
に
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
の
範
囲
内

で
知
事
が
定
め
る
利
率

２�　

条
例
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
期
間
は
、
十
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
考
慮
す
べ
き
事
情

が
あ
る
場
合
は
、
十
年
を
超
え
て
知
事
が
別
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

３�　

条
例
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
金
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
貸
付
条
件
は
、
次
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

　

一�　

利
子
を
付
す
る
期
間　

貸
付
金
の
交
付
日
の
翌
日
か
ら
償
還
の
日
ま
で
と
し
、
貸
付
金
の
繰
上
償
還
を
行
っ
た

と
き
は
、
当
該
繰
上
償
還
の
日
ま
で
と
す
る
。

　

二�　

償
還
期
日　

毎
年
八
月
一
日
及
び
二
月
一
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
償
還
期
日
が
土
曜
日
、
日
曜
日
又
は
国
民
の

祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の

日
の
翌
日
と
す
る
。

　

三　

貸
付
方
法　

証
書
貸
付
け
と
す
る
。

４�　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
貸
付
条
件
は
、
知
事
が
別
に
定
め

る
。

　

（
貸
付
申
請
）

第�

五
条　

公
共
施
設
等
の
整
備
の
た
め
必
要
な
事
業
、
過
疎
地
域
の
振
興
の
た
め
必
要
な
事
業
又
は
辺
地
の
振
興
の
た

め
必
要
な
事
業
に
係
る
市
町
村
振
興
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
町
村
等
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
期
日

ま
で
に
、
市
町
村
振
興
資
金
借
入
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

事
業
計
画
書
（
様
式
第
二
号
）

　

二　

普
通
会
計
財
政
状
況
調
書
（
様
式
第
三
号
）

　

三　

償
還
計
画
表
（
様
式
第
四
号
）

　

四　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２�　

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
事
業
に
係
る
市
町
村
振
興
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
町
村
等
は
、
知

事
が
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
前
項
の
申
請
書
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
貸
付
け
の
決
定
）

第�

六
条　

知
事
は
、
前
条
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
貸
付
け
を
行
う
こ
と
が
適
当

と
認
め
た
と
き
は
、
市
町
村
振
興
資
金
の
貸
付
け
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２�　

知
事
は
前
項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ

り
貸
付
申
請
を
し
た
市
町
村
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
貸
付
金
の
交
付
申
請
）

第�

七
条　

前
条
第
二
項
の
貸
付
決
定
の
通
知
を
受
け
た
市
町
村
等
は
、
貸
付
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

市
町
村
振
興
資
金
貸
付
金
交
付
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
貸
付
金
の
交
付
の
決
定
）

第�

八
条　

知
事
は
、
前
条
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
貸
付
金
の
交
付
を
行
う
こ
と

が
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
貸
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２�　

市
町
村
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
貸
付
金
の
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
市
町
村
振
興
資
金
借
用
証
書
（
様
式
第

七
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
事
業
実
績
の
報
告
）

第�

九
条　

公
共
施
設
等
の
整
備
の
た
め
必
要
な
事
業
、
過
疎
地
域
の
振
興
の
た
め
必
要
な
事
業
又
は
辺
地
の
振
興
の
た

め
必
要
な
事
業
に
係
る
市
町
村
振
興
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
市
町
村
等
は
、
貸
付
け
の
対
象
と
な
っ
た
事
業
の
実

施
状
況
に
つ
い
て
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
決
定
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
五
月
三
十

一
日
ま
で
に
市
町
村
振
興
資
金
事
業
実
績
報
告
書
（
様
式
第
八
号
）
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
事
業
に
係
る
市
町
村
振
興
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
市
町
村
等
は
、
貸
付
け
の
対

象
と
な
っ
た
事
業
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
実
施
状
況
調
査
等
）

第�

十
条　

知
事
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
振
興
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
市
町
村
等
（
以
下
「
借
入
市
町

村
等
」と
い
う
。）に
対
し
、貸
付
け
の
対
象
と
な
っ
た
事
業
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
、

又
は
職
員
を
し
て
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
違
約
金
）

第�

十
一
条　

知
事
は
、
借
入
市
町
村
等
が
償
還
期
日
ま
で
に
貸
付
金
及
び
そ
の
利
子
の
償
還
を
し
な
か
っ
た
場
合
は
、



（9）　令和７年３月21日　金曜日 号外第５号宮　　城　　県　　公　　報

当
該
償
還
期
日
の
翌
日
か
ら
償
還
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
償
還
金
額
に
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ

て
計
算
し
た
違
約
金
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
繰
上
償
還
）

第�

十
二
条　

借
入
市
町
村
等
が
、
貸
付
金
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
繰
上
償
還
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
市
町
村
振
興
資
金
繰
上
償
還
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

知
事
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
繰
上
償
還
に
応
じ
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
当

該
市
町
村
等
に
対
し
、
繰
上
償
還
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３�　

知
事
は
、
借
入
市
町
村
等
が
貸
付
金
を
目
的
外
に
使
用
し
た
と
き
又
は
貸
付
条
件
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
貸

付
金
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
繰
上
償
還
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
償
還
の
猶
予
）

第�

十
三
条　

知
事
は
、
借
入
市
町
村
等
が
災
害
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
よ
り
貸
付
金
及
び
そ
の
利
子
を
償
還
す
る
こ
と

が
著
し
く
困
難
な
場
合
等
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
償
還
期
日
の
到
来
し
て
い
な
い
貸
付
金
及
び
そ
の
利
子
の

償
還
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２�　

前
項
の
規
定
に
よ
り
貸
付
金
及
び
そ
の
利
子
の
償
還
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
町
村
等
は
、
市
町
村
振
興
資

金
償
還
猶
予
申
請
書
（
様
式
第
十
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

知
事
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
償
還
の
猶
予
が
適
当
と
認
め
た
と

き
は
、
貸
付
金
の
償
還
の
猶
予
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４�　

知
事
は
、
前
項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
償
還
猶
予
の
申
請
を
し
た
市
町
村
等
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

　

（
台
帳
の
備
付
け
）

第
十
四
条　

借
入
市
町
村
等
は
、
市
町
村
振
興
資
金
借
入
台
帳
（
様
式
第
十
一
号
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
委
任
）

第
十
五
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
規
則
の
廃
止
）

２�　

市
町
村
振
興
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
三
号
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。）
は
、

廃
止
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

３�　

旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
を
行
っ
た
令
和
六
年
度
以
前
の
旧
規
則
第
一
条
に
規
定
す
る
一
般
公
共
施
設
整
備

事
業
等
貸
付
金
、
過
疎
地
域
振
興
事
業
貸
付
金
及
び
辺
地
振
興
事
業
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



号外第５号　令和７年３月21日　金曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
１
号
（
第
５
条
関
係
）

�
番
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
市
町
村
等
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
度
市
町
村
振
興
資
金
借
入
申
請
書

　
市
町
村
振
興
資
金
を
下
記
の
と
お
り
借
り
入
れ
た
い
の
で
、
別
紙
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま

す
。

記

事
業
の
区
分
借
入
申
請
額
借

入
の

目
的

計

�
千
円



（11）　令和７年３月21日　金曜日 号外第５号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
２
号
（
第
５
条
関
係
）

事
　
　
　
業
　
　
　
計
　
　
　
画
　
　
　
書

�
（
単
位
：
千
円
）

事
業
の
区
分

団
体

名
施
行
事
業
名

施行事業

起
工
年
度

全
体
計
画
　
　
年
間

完
工
年
度

前
年

度
ま

で
施

行
済

本
年

度
次

年
度

以
降

工
　
事
　
内
　
容

単
　
価

金
　
額

工
　
事
　
内
　
容

単
　
価

金
　
額

工
　
事
　
内
　
容

単
　
価

金
　
額

工
　
事
　
内
　
容

単
　
価

金
　
額

計

同上財源

国
庫

支
出

金

県
支

出
金

分
担
金
そ
の
他

一
般

財
源

起
債

市
町
村
振
興
資
金

計

事
　
　
　
業
　
　
　
計
　
　
　
画
　
　
　
の
　
　
　
概
　
　
　
要

１
　
事
業
の
名
称
及
び
施
行
地

２
　
事
業
施
行
を
必
要
と
す
る
理
由
及
び
事
業
効
果

３
　
事
業
計
画
の
内
容

４
　
着
手
時
期
及
び
完
成
又
は
完
成
予
定
時
期

（
注
）
１
　
事
業
の
区
分
別
及
び
事
業
別
に
作
成
す
る
こ
と
。

　
　
　
２
　
地
方
財
政
法
（
昭
和
23年
法
律
第
109号

）
第
５
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
債
の
協
議
に
お
い
て
、
起
債
計
画
書
を
提
出
し
て
い
る
場
合
は
、
起
債
計
画
書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。



号外第５号　令和７年３月21日　金曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報

様式第 ３号（第５条関係）

普通会計財政状況調書
� （単位：千円、％）

区　　　　　分 前年度決算額
� Ａ

本年度決算見込額
� Ｂ

Ｂ－Ａ
� Ｃ

Ｃ／Ａ

歳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入

１　地方税
２　地方譲与税
３　各種交付金
４　地方交付税
　　⑴普通交付税
　　⑵特別交付税
　　⑶震災復興特別交付税
５　分担金及び負担金
６　使用料
７　手数料
８　国庫支出金
９　都道府県支出金
10　財産収入
11　寄附金
12　繰入金
　　うち基金取崩額
13　繰越金
14　諸収入
15　地方債
16　その他

計

歳　
　
　
　
　
　
　

出

１　人件費
２　物件費
３　維持補修費
４　扶助費
５　補助費等
６　普通建設事業費
７　災害復旧事業費
８　失業対策事業費
９　公債費
10　積立金
11　投資及び出資金
12　貸付金
13　繰出金
14　前年度繰上充用金

計
歳 入 歳 出 差 引 額
翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源
実 質 収 支

基金の状況
� （単位：千円）

実質公債費比率の状況
� （単位：％）

前年度末残高
本年度借入
申請時残高

本年度末
残高見込額

前 々 々 年 度
前 々 年 度

財 政 調 整 基 金 前 年 度
減 債 基 金 ３ ヶ 年 平 均
その他特定目的基金

計



（13）　令和７年３月21日　金曜日 号外第５号宮　　城　　県　　公　　報

様式第 ４号（第５条関係）

償　　　還　　　計　　　画　　　表

事 業 の 区 分
借 入 金 額 千円

借 入 年 月 日 　　　　年　　月　　日

区分

年度
元 利 金 支 払 期 日 未 償 還 元 金

償 還 予 定 額

元　　金 利　　子 計

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

� 年度
� 年　　月　　日

� 年　　月　　日

（注）事業の区分ごとに作成すること。



号外第５号　令和７年３月21日　金曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
6
号
（
第
７
条
関
係
）

�
番
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
市
町
村
等
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
度
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
金
交
付
申
請
書

　
市
町
村
振
興
資
金
を
下
記
の
と
お
り
交
付
願
い
た
く
、
別
紙
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

記

事
業
の
区
分
交
付
申
請
額

市
町
村
振
興
資
金
の
交
付
を
受
け
る

金
融
機
関
名
及
び
口
座
番
号

計

�
千
円

様式第 ５号（第６条関係）

� 番　　　　　号　　
� 年　　月　　日　　

　市町村等の長　　　殿

� 宮城県知事　　　　　　　　　印　

市町村振興資金貸付決定通知書

　　　年　　月　　日付け　　第　　　号で申請のあった市町村振興資金については、次の条件を付して貸

し付けることを決定したので通知します。

記

事業の区分 貸付金額
（区分） （金額）� 千円

（区分） （金額）� 千円

貸 付 利 率

貸 付 期 間 年度以降　　　　　　年間

償 還 方 法

償 還 期 日 毎年８月１日及び２月１日

違 約 金 年１０パーセント

そ の 他 の 貸 付 条 件
　資金の使途、償還等については、市町村振興資金貸付基金条
例施行規則その他知事の定めるところによる。



（15）　令和７年３月21日　金曜日 号外第５号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
７
号
（
第
８
条
関
係
）

市
町
村
振
興
資
金
借
用
証
書

金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
也

１
　
借
用
金
額
の
内
訳
及
び
利
率

事
業
の
区
分

市
町
村
振
興
資
金
の
使
途

借
入
金
額

利
　
率

千
円

％

計

２
　
元
利
金
の
支
払
方
法
及
び
期
日

　
�　
先
に
提
出
し
た
償
還
計
画
表
の
と
お
り
支
払
い
ま
す
。
な
お
、
毎
期
日
に
元
利
金
の
全
部
又
は

一
部
の
支
払
い
を
延
滞
し
た
場
合
は
、
延
滞
金
額
に
つ
き
年
１
０
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
る
違
�

約
金
を
支
払
い
ま
す
。

３
　
元
利
金
の
支
払
い
場
所

　
　
貴
県
の
指
定
す
る
金
融
機
関
の
店
舗

４
　
そ
の
他

　
�　
こ
の
借
入
金
の
管
理
、
運
用
、
償
還
等
に
関
し
て
は
、
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
基
金
条
例

施
行
規
則
の
関
係
各
条
項
に
従
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
市
町
村
等
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



号外第５号　令和７年３月21日　金曜日 （16）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
８
号
（
第
９
条
関
係
）

市
　
町
　
村
　
振
　
興
　
資
　
金
　
事
　
業
　
実
　
績
　
報
　
告
　
書

�
（
単
位
：
千
円
）

事
　
　
業
　
　
の
　
　
区
　
　
分

団
　
体
　
名

事
　
業
　
名

予
　
　
　
　
　
算
　
　
　
　
　
額

実
　
　
　
施
　
　
　
済
　
　
　
額

差
　
　
引

C
の

う
ち

翌
年
度
へ
の

繰
越

額

摘
　
　
　
　
　
　
　
要

事
　
業
　
内
　
容

単
　
価

金
　
額
　
A

事
　
業
　
内
　
容

単
　
価

金
　
額
　
B

A
－
B
　
　
C

⑴
　
着
工
�

年
　
　
月
　
　
日

⑵
　
完
成
�

年
　
　
月
　
　
日

⑶
　
市
町
村
振
興
資
金
借
入
年
月
日

�
年
　
　
月
　
　
日

⑷
　
経
費
の
支
出
状
況

　
イ
　
前
払
金
�

千
円

　
ロ
　
出
来
高
払
�

千
円

計
　
ハ
　
概
算
払
�

千
円

財　源　内　訳

国
庫

支
出

金
　
ニ
　
精
算
額
�

千
円

県
支

出
金

　
　
　
計
�

千
円

分
担

金
そ

の
他

⑸
　
そ
の
他

一
般

財
源

起
債

市
町

村
振

興
資

金

計

　
上
記
の
と
お
り
実
施
し
ま
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

市
町
村
等
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
注
）
事
業
別
に
作
成
す
る
こ
と
。



（17）　令和７年３月21日　金曜日 号外第５号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
９
号
（
第
12条
関
係
）

�
番
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
市
町
村
等
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
町
村
振
興
資
金
繰
上
償
還
申
請
書

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
　
　
第
　
　
号
で
決
定
の
あ
っ
た
市
町
村
振
興
資
金
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り

繰
上
償
還
を
行
い
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

記

事
業
の
区
分

資
金
の
年
度
区
分
借
入
年
月
日

当
初
借
入
額

現
在
額

繰
上
償
還
額
繰
上
償
還
期
日

　
年
度

年
　
月
　
日

円
円

円
年
　
月
　
日

計

繰
上
償
還
の
理
由

　
�

　

　
�

　

　
�

　

様
式
第
１0号
（
第
13条
関
係
）

�
番
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
市
町
村
等
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
町
村
振
興
資
金
償
還
猶
予
申
請
書

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
　
　
第
　
　
　
号
で
決
定
の
あ
っ
た
市
町
村
振
興
資
金
に
つ
い
て
、

下
記
の
と
お
り
償
還
の
猶
予
を
申
請
し
ま
す
。

記

事
業

の
区

分

未
償

還
の

資
金

の
額

猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
額

猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由

今
後

の
償

還
計

画



号外第５号　令和７年３月21日　金曜日 （18）宮　　城　　県　　公　　報
�

　

公
営
企
業
安
定
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
五
号

　
　
　
公
営
企
業
安
定
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

公
営
企
業
安
定
化
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
三
年
宮
城
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
水
道
高
料
金
対
策
資
金
貸
付
規
則

　

第
一
条
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村

の
一
部
事
務
組
合
」
を
「
地
方
公
共
団
体
の
組
合
で
市
町
村
が
加
入
す
る
も
の
」
に
改
め
、「
、
又
は
市
町
村
等
が
経

営
す
る
企
業
の
経
営
の
健
全
化
を
図
る
た
め
」
を
削
り
、「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
」

に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
を
削
る
。

　

第
四
条
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

　

第
五
条
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
の
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
の
」
に
、「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
借
入
申

請
書
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
借
入
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　

第
六
条
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
」
に
改
め
、

同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
七
条
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
貸
付
金
交
付
申
請
書
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
貸
付
金
交
付
申
請
書
」
に

改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
八
条
第
二
項
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
借
用
証
書
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
借
用
証
書
」
に
改
め
、
同
条

を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
貸
付
事
業
計
画
変
更
承
認
申
請
書
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
貸
付

事
業
計
画
変
更
承
認
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
繰
上
償
還
申
請
書
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
繰
上
償
還
申
請
書
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す

る
。

　

第
十
二
条
第
二
項
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
償
還
猶
予
申
請
書
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
償
還
猶
予
申
請
書
」

様
式
第
１１号
（
第
14条
関
係
）

市
町
村
振
興
資
金
借
入
台
帳

事
業
の
区
分

貸
付

決
定

年
　
　
　
月
　
　
　
日

借
入

金
額

償
還

年
度
か
ら
　
年
度
ま
で
　
年
間

利
率

借
用

証
書

年
　
　
月
　
　
日
　
第
　
　
号

償
還

計
画

表
償

還
実

績
年
度
月
日
元
金
利
子

計
払
込
月
日
元
金
利
子
　
　

計
違

約
金
未

償
還

額
延
滞
日
数

金
額

払
込
年
月
日
　

元
金
利
子

計



（19）　令和７年３月21日　金曜日 号外第５号宮　　城　　県　　公　　報

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
償
還
猶
予
承
認
書
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
償
還
猶
予
承
認

書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
」
に
、「
第
六
条
」
を
「
第
五
条
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
公
営
企
業
安
定
化
資
金
借
入
台
帳
」
を
「
水
道
高
料
金
対
策
資
金
借
入
台
帳
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
三
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

別
表
中
「（
第
四
条
関
係
）」
を
「（
第
三
条
関
係
）」
に
改
め
、

「

資
金
の
種
類
　

貸
付
対
象

貸
付
金
額

を

水
道
高
料
金

対
策
資
金

高
水
準
の
料
金
設
定
を

せ
ざ
る
を
得
な
い
上
水

道
事
業
を
行
う
市
町
村

等
で
別
に
定
め
る
も
の

別
に
定
め
る
額
を
限
度

と
し
て
、
一
般
会
計
か

ら
上
水
道
事
業
会
計
へ

繰
り
出
す
資
金
と
し
て

必
要
な
額

公
営
企
業
経

営
健
全
化
資

金

前
年
度
決
算
に
お
い
て

不
良
債
務
又
は
累
積
欠

損
金
を
有
す
る
企
業
又

は
経
営
状
況
が
悪
化
し

経
営
基
盤
が
不
安
定
な

企
業
で
、
当
該
企
業
の

経
営
の
健
全
化
を
推
進

し
つ
つ
経
営
基
盤
の
強

化
を
図
る
た
め
、
別
に

定
め
る
経
営
健
全
化
計

画
を
策
定
す
る
も
の

経
営
健
全
化
計
画
に
基

づ
き
、
不
良
債
務
又
は

累
積
欠
損
金
の
計
画
的

解
消
を
図
り
、
経
営
健

全
化
に
資
す
る
た
め
に

当
該
企
業
が
必
要
な
額

」

「
　

貸
付
対
象

貸
付
金
額

に
改
め
る
。

高
水
準
の
料
金
設
定
を

せ
ざ
る
を
得
な
い
上
水

道
事
業
を
行
う
市
町
村

等
で
別
に
定
め
る
も
の

別
に
定
め
る
額
を
限
度

と
し
て
、
一
般
会
計
か

ら
上
水
道
事
業
会
計
へ

繰
り
出
す
資
金
と
し
て

必
要
な
額

」

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



号外第５号　令和７年３月21日　金曜日 （20）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）

�
番
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
殿

�
市
町
村
等
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
道
高
料
金
対
策
資
金
借
入
申
請
書

　
次
の
と
お
り
　
　
　
年
度
水
道
高
料
金
対
策
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
い
の
で
、
関
係
書
類
を
添

え
て
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
貸
付
申
請
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
円

２
　
借
入
れ
の
目
的
（
具
体
的
に
）

　
�

　

　
�

　

様
式
第
２
号
（
第
５
条
関
係
）

�
番
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
市
町
村
等
の
長
　
殿

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

水
道
高
料
金
対
策
資
金
貸
付
決
定
通
知
書

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
　
　
第
　
　
　
号
で
申
請
の
あ
っ
た
水
道
高
料
金
対
策
資
金
に
つ
い

て
は
、
次
の
条
件
を
付
し
て
貸
し
付
け
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

貸
付

金
額
（
金
額
）
　
　
　
　
　
　
千
円

貸
付

利
率
無
利
子

貸
付

期
間
　
　
　
　
　
年
度
以
降
　
　
　
　
　
年
間
（
据
置
期
間
な
し
）

償
還

方
法
元
金
均
等
半
年
賦
償
還

償
還

期
日
毎
年
８
月
１
日
及
び
２
月
１
日

違
約

金
年
１
０
パ
ー
セ
ン
ト

そ
の
他
の
貸
付
条
件

　
資
金
の
使
途
、
償
還
等
に
つ
い
て
は
、
水
道
高
料
金
対
策
資
金
貸
付
規
則

そ
の
他
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



（21）　令和７年３月21日　金曜日 号外第５号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
３
号
（
第
６
条
関
係
）

�
番
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
殿

�
市
町
村
等
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
道
高
料
金
対
策
資
金
貸
付
金
交
付
申
請
書

　
上
記
資
金
を
下
記
の
と
お
り
交
付
願
い
た
く
別
紙
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

記

貸
付

金
額

（
金
額
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
円

元
金
の
支
払
方
法
別
紙
「
償
還
計
画
表
」
の
と
お
り

資
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
�

と
す
る
方
法
　
　
　
　
　

直
接
払
・
隔
地
払
・
口
座
振
替
払

（
該
当
項
目
に
〇
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。）

※
口
座
振
替
払
の
場
合

金
融
機
関
名
（
�

）

口
座
番
号
（
�

）

様
式
第
４
号
（
第
６
条
関
係
）

償
還
計
画
表

借
入
金
額

千
円

借
入
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

区
分

年
度

元
金
支
払
期
日

未
償
還
元
金

償
還
予
定
額

年
度

年
　
　
月
　
　
日

円
円

　
年
　
　
月
　
　
日

年
度

年
　
　
月
　
　
日

　
年
　
　
月
　
　
日

年
度

年
　
　
月
　
　
日

　
年
　
　
月
　
　
日

年
度

年
　
　
月
　
　
日

　
年
　
　
月
　
　
日

年
度

年
　
　
月
　
　
日

　
年
　
　
月
　
　
日

年
度

年
　
　
月
　
　
日

　
年
　
　
月
　
　
日

年
度

年
　
　
月
　
　
日

　
年
　
　
月
　
　
日

年
度

年
　
　
月
　
　
日

　
年
　
　
月
　
　
日
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様
式
第
５
号
（
第
７
条
関
係
）

水
道
高
料
金
対
策
資
金
借
用
証
書

金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
也

　
上
記
金
額
を
本
日
次
の
条
件
で
借
用
し
ま
し
た
。

１
　
利
率
及
び
償
還
期
限

利
　
率

償
　
　
　
還
　
　
　
期
　
　
　
限

無
利
子

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

２
　
元
金
の
支
払
方
法
及
び
期
日

　
　
先
に
提
出
し
た
償
還
計
画
表
の
と
お
り
支
払
い
ま
す
。

　
�　
な
お
、
毎
期
日
に
元
金
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
を
延
滞
し
た
場
合
は
、
延
滞
金
額
に
つ
き
年
�

１
０
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
る
違
約
金
を
支
払
い
ま
す
。

３
　
元
金
の
支
払
場
所

　
　
貴
県
の
指
定
す
る
金
融
機
関
の
店
舗

４
　
そ
の
他

　
�　
こ
の
借
入
金
の
管
理
、
運
用
、
償
還
等
に
関
し
て
は
、
水
道
高
料
金
対
策
資
金
貸
付
規
則
の
関
係

各
条
項
に
従
い
ま
す
。

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
殿

�
市
町
村
等
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
6
号
（
第
８
条
関
係
）

�
番
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
殿

�
市
町
村
等
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
道
高
料
金
対
策
資
金
貸
付
事
業
計
画
変
更
承
認
申
請
書

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
第
　
　
　
　
号
の
申
請
に
係
る
水
道
高
料
金
対
策
資
金
貸
付
事
業
の
事

業
計
画
を
下
記
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
、
承
認
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
変
更
の
理
由

２
　
変
更
の
内
容

　
　
別
紙
の
と
お
り

　（
注
）
�変
更
の
内
容
は
別
紙
と
し
、
水
道
高
料
金
対
策
資
金
貸
付
規
則
第
４
条
の
申
請
書
の
添
付
書
類

に
つ
い
て
変
更
後
の
計
画
を
黒
書
き
し
、
既
定
計
画
を
朱
書
き
す
る
。
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様
式
第
７
号
（
第
10条
関
係
）

�
番
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
殿

�
市
町
村
等
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
道
高
料
金
対
策
資
金
繰
上
償
還
申
請
書

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
城
県
指
令
第
　
　
号
で
決
定
の
あ
っ
た
水
道
高
料
金
対
策
資
金
に

つ
い
て
、
別
紙
償
還
計
画
変
更
調
書
の
と
お
り
繰
り
上
げ
て
償
還
し
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

記

資
金
の
年
度
�

区
分
借
入
年
月
日
当
初
借
入
額
現
在
額
繰
上
償
還
額
繰
上
償
還
期
日

年
度

年
　
月
　
日

円
円

円
年
　
月
　
日

繰
上
償
還
の
理
由

���

様
式
第
８
号
（
第
11条
関
係
）

�
番
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
殿

�
市
町
村
等
の
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
道
高
料
金
対
策
資
金
償
還
猶
予
申
請
書

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
城
県
指
令
第
　
　
　
号
で
決
定
の
あ
っ
た
水
道
高
料
金
対
策
資

金
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
償
還
の
猶
予
を
申
請
し
ま
す
。

記

未
償
還
の
資
金
の
額

猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
額

猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由

今
後
の
償
還
計
画
別
紙
「
償
還
計
画
変
更
（
繰
上
）
調
書
」
の
と
お
り
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様
式
第
９
号
（
第
11条
関
係
）

�
番
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
市
町
村
等
の
長
　
殿

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

水
道
高
料
金
対
策
資
金
償
還
猶
予
承
認
書

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
　
　
第
　
　
　
号
で
申
請
の
あ
っ
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
下

記
の
と
お
り
償
還
の
猶
予
を
承
認
し
ま
す
。

記

未
償
還
の
資
金
の
額
�

円
　

償
還
猶
予
承
認
額
�

円
　

償
還
猶
予
承
認
期
間

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

別
紙

償
還
計
画
変
更
（
繰
上
）
調
書

�
（
単
位
：
円
）

償
還
年
度
支

払
月
当
初
償
還
計
画
表
変
更
償
還
計
画
表

未
償
還
元
金
償
還
元
金
未
償
還
元
金
償
還
元
金

�
年
度
　
　
年
　
　
月

　
　
年
　
　
月

�
年
度
　
　
年
　
　
月

　
　
年
　
　
月

�
年
度
　
　
年
　
　
月

　
　
年
　
　
月

�
年
度
　
　
年
　
　
月

　
　
年
　
　
月

�
年
度
　
　
年
　
　
月

　
　
年
　
　
月

�
年
度
　
　
年
　
　
月

　
　
年
　
　
月

�
年
度
　
　
年
　
　
月

　
　
年
　
　
月

�
年
度
　
　
年
　
　
月

　
　
年
　
　
月

�
年
度
　
　
年
　
　
月

　
　
年
　
　
月

�
年
度
　
　
年
　
　
月

　
　
年
　
　
月
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
貸
付
け
の
決
定
を
受
け
た
公
営
企
業
安
定
化
資
金
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
六
号

　
　
　�

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
令
和
七
年
宮
城
県
条
例
第
十
八
号
）
附
則
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
六
月
十
五
日

と
す
る
。�

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
七
号

　
　
　�

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
七
年

宮
城
県
規
則
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
別
表
第
一
の
一
の
項
５
」
を
「
別
表
第
一
の
一
の
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
別
表
第
一
の
二
の
項
１
」
を
「
別
表

第
一
の
二
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
削
る
。

　

第
四
条
中
「
別
表
第
二
の
一
の
項
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
生
活
保
護
法
」
の
下
に
「（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）」
を
加
え
る
。

様
式
第
１0号
（
第
13条
関
係
）

水
道
高
料
金
対
策
資
金
借
入
台
帳

交
付
決
定

年
　
　
　
月
　
　
　
日
借
入
金
額

利
　
率
無
利
子

償
還
　
年
度
か
ら
　
年
度
ま
で
　
年
間
借
用
証
書

　
 　
年
　
 　
月
　
 　
日
　
第
　
 　
号

償
還
計
画
表

償
　
　
還
　
　
実
　
　
績

年
度

月
日

元
金

計
払
込

月
日

元
金

計
違

約
金

未
償
還
額

延
滞

日
数

金
額

払
込
年

月
　
日

元
金

計
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第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
削
る
。

　

第
八
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項
の
」

を
削
り
、「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
の

要
保
護
者
又
は
同
条
第
一
項
の
被
保
護
者
で
あ
っ
た
者
に
係
る
奨
励
費
の
支
弁
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削

り
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「（
条
例
別
表
第
三
に
定
め
る
情
報
）」
を
付
す
。

　

第
九
条
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一�　

第
四
条
の
改
正
規
定
（「
別
表
第
二
の
一
の
項
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
並
び
に
第
五
条

か
ら
第
七
条
ま
で
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
第
八
条
の
前
の
見
出
し
を
削
る
改
正
規
定
、
同
条
の
改
正
規
定
、
同

条
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
改
正
規
定
及
び
同
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
並
び
に
第
九
条
を

削
る
改
正
規
定　

公
布
の
日

　

二�　

第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
る
改
正
規
定
、
同
条
第
五
項
の
改
正
規
定
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、

同
条
第
六
項
を
削
る
改
正
規
定
、
同
条
第
七
項
の
改
正
規
定
及
び
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
八
項
か
ら

第
十
項
ま
で
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
号
中
「
生
活
保
護
法
」
の
下
に
「（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）　

令
和
七
年
六
月
十
五
日

�

　

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
八
号

　
　
　
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
三

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
八
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「（
附
則
第
二
十
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
る
。

　

附
則
第
三
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
項
か
ら

第
二
十
項
ま
で
を
削
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号

　
　
　�

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
三

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
一
項
第
六
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
の
規
定
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又

は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
号

　
　
　�

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
規
則

第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
第
五
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
の
規
定
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に

「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
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正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
一
号

　
　
　�

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

　

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十

五
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
百
六
条
第
一
項
第
四
号
、
第
百
三
十
六
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第
百
四
十
一
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
の
利
用
者
の
数
」
の
下
に
「
に
十
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
」
を

加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
二
号

　
　
　�

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介

護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
三

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
十
条
第
一
項
第
四
号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
中

「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　

第
百
八
十
二
条
第
一
項
中
「
第
百
七
条
に
お
い
て
」
を
「
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
」
に
、「
第
百
七
十
八
条
第

二
号
」
を
「
第
百
七
十
八
条
第
一
号
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
」

と
、
同
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
八
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
三
号

　
　
　�

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
八
年
宮

城
県
規
則
第
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号

　
　
　�

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
三
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
二
条
第
二
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
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一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
五
号

　
　
　
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
令
和
七
年
宮
城
県
条
例

第
二
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
非
常
災
害
対
策
）

第�

二
条　

一
時
保
護
施
設
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
に
つ
い
て
、
当
該
一
時
保
護
施
設
の
立
地
条
件

等
を
勘
案
し
て
そ
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
非
常
災
害
の
種
類
ご
と
に
作
成
し
、
当
該
一
時
保
護
施
設
の
見
や
す
い
場

所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

条
例
第
六
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
一
時
保
護
施
設
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

非
常
災
害
時
に
お
け
る
他
の
施
設
等
と
の
連
携
及
び
協
力
の
体
制
の
整
備

　

二�　

非
常
用
食
糧
、
飲
料
水
、
日
用
品
そ
の
他
非
常
災
害
時
に
お
い
て
必
要
と
な
る
も
の
の
備
蓄
及
び
自
家
発
電
装

置
等
の
整
備

　

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第�

三
条　

一
時
保
護
施
設
は
、
感
染
症
又
は
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
入
所
し
て
い
る
児
童
に
対
す
る
支
援
の

提
供
を
継
続
的
に
実
施
し
、
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

一
時
保
護
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を

定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

一
時
保
護
施
設
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行

う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
一
時
保
護
施
設
に
お
け
る
職
員
の
一
般
的
要
件
）

第�

四
条　

一
時
保
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
の
保
護
に
従
事
す
る
職
員
は
、
健
全
な
心
身
を
有
し
、
豊
か
な
人
間

性
と
倫
理
観
を
備
え
、
児
童
福
祉
事
業
に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
で
き
る
限
り
児
童
福
祉
事
業
の
理
論
及
び
実

際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
衛
生
管
理
等
）

第�

五
条　

一
時
保
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
の
使
用
す
る
設
備
、
食
器
等
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い
て
は
、

衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

一
時
保
護
施
設
は
、
当
該
一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う

に
、
職
員
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び

ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
入
所
し
て
い
る
児
童
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
清
潔
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
適
切
に
、
入
所
し
て
い
る
児
童
を
入
浴
さ
せ
、
又
は
清
拭し

き

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４�　

一
時
保
護
施
設
は
、
入
所
し
て
い
る
児
童
に
対
し
清
潔
な
衣
服
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
下
着
は

児
童
の
所
持
す
る
物
を
使
用
さ
せ
、
又
は
未
使
用
の
も
の
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５�　

一
時
保
護
施
設
に
は
、
必
要
な
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
品
を
備
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
管
理
を
適
正
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
入
所
し
た
児
童
及
び
職
員
の
健
康
状
態
の
把
握
等
）

第�

六
条　

児
童
相
談
所
長
は
、
入
所
し
た
児
童
の
健
康
状
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
当
該
児
童
の
状
況
等
に
応
じ
、
医

師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
る
診
察
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

前
項
の
措
置
の
実
施
に
よ
り
児
童
の
健
康
状
態
を
把
握
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
そ
の
結
果
必
要
な
事
項
を

入
所
し
た
児
童
の
健
康
を
記
録
す
る
表
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
一
時
保
護
の
解
除
及
び
医
療
上
の
措

置
等
必
要
な
手
続
を
と
る
こ
と
を
、
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
に
勧
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
健
康
状
態
の
把
握
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
入
所
し
て
い
る
児
童
の
食
事
を
調
理
す
る
者

に
つ
き
、
綿
密
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
関
係
機
関
と
の
連
携
）

第�

七
条　

児
童
相
談
所
長
は
、
児
童
の
通
学
す
る
学
校
及
び
必
要
に
応
じ
警
察
、
医
療
機
関
等
の
関
係
機
関
と
密
接
に

連
携
し
て
児
童
の
支
援
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
一
時
保
護
施
設
内
部
の
規
程
）

第�

八
条　

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
な
事
項
に
つ
き
規
程
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

一　

入
所
す
る
児
童
の
支
援
に
関
す
る
事
項

　

二　

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
の
重
要
事
項

　

（
一
時
保
護
施
設
に
備
え
る
帳
簿
）

第�

九
条　

一
時
保
護
施
設
に
は
、
入
所
し
て
い
る
児
童
の
処
遇
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
を
整
備
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
電
磁
的
記
録
）
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第�

十
条　

一
時
保
護
施
設
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
条
例
又
は
こ
の

規
則
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等

人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面

に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号

　
　
　�

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
十
二
条
第
四
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号

　
　
　�

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
規

則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
七
条
第
四
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
八
号

　
　
　�

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

　

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
宮

城
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
十
条
第
五
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
九
号

　
　
　�

障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
四

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
五
条
第
五
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
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る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
号

　
　
　�

指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

　

指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年

宮
城
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
項
た
だ
し
書
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
一
号

　
　
　�

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

　

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年

宮
城
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
二
号

　
　
　�

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

一
時
間
に
つ
き�

一
、
〇
〇
〇
円

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
精
密
測
定
関
連
機
器
の
項
中
「
五
、
七
〇
〇
円
」
を
「
六
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
材

料
加
工
関
連
機
器
の
項
中

「

マ
イ
ク
ロ
ビ
ッ
カ
ー
ス
硬
度
計

一
時
間
に
つ
き�

七
〇
〇
円

を

レ
ー
ザ
ー
回
折
散
乱
式
粒
度
分
布
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
二
〇
〇
円

」

「

微
小
硬
度
計

一
時
間
に
つ
き�

七
〇
〇
円

に
改
め
、
同

粒
度
分
布
測
定
器

一
時
間
に
つ
き�

一
、
六
〇
〇
円

」

表
電
子
・
情
報
関
連
機
器
の
項
中

「

超
低
温
恒
温
恒
湿
槽

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

酸
化
・
拡
散
炉

一
時
間
に
つ
き�

二
、
五
〇
〇
円

を

ス
パ
ッ
タ
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
二
〇
〇
円

」

「

超
低
温
恒
温
恒
湿
槽

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

に
、

ス
パ
ッ
タ
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
二
〇
〇
円

」

「

顕
微
鏡
式
薄
膜
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き�

六
〇
〇
円

触
針
式
段
差
計

一
時
間
に
つ
き�

六
五
〇
円

を

Ｔ
Ｄ
Ｒ
装
置

一
時
間
に
つ
き�

七
〇
〇
円
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測
定
機
能
付
精
密
電
流
・
電
圧
源
（
ソ
ー
ス
メ
ー
タ
）

一
時
間
に
つ
き�

六
〇
〇
円

」

「

顕
微
鏡
式
薄
膜
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き�

六
〇
〇
円

に
、

測
定
機
能
付
精
密
電
流
・
電
圧
源
（
ソ
ー
ス
メ
ー
タ
）

一
時
間
に
つ
き�

六
〇
〇
円

」

「

Ｂ
Ｃ
Ｉ
試
験
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

二
、
〇
〇
〇
円

静
電
気
放
電
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装
置
Ⅱ

一
時
間
に
つ
き�

三
〇
〇
円

を

車
載
機
器
用
伝
導
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
四
〇
〇
円

車
載
機
器
用
放
射
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き�

三
〇
〇
円

」

「

Ｂ
Ｃ
Ｉ
試
験
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

二
、
〇
〇
〇
円

車
載
機
器
用
伝
導
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
八
〇
〇
円

に
、

車
載
機
器
用
放
射
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き�
一
、
三
〇
〇
円

電
磁
界
可
視
化
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

一
、
五
〇
〇
円

」

「

ス
ピ
ン
コ
ー
タ
ー

一
時
間
に
つ
き�

三
〇
〇
円

高
性
能
信
号
発
生
器

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

を

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
（
Ⅰ
）

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

熱
ナ
ノ
イ
ン
プ
リ
ン
ト
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
五
〇
〇
円

」

「

ス
ピ
ン
コ
ー
タ
ー

一
時
間
に
つ
き�

三
〇
〇
円

に
改
め
、
同

熱
ナ
ノ
イ
ン
プ
リ
ン
ト
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
五
〇
〇
円

」

表
食
品
・
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
関
連
機
器
の
項
中

「

滅
菌
用
オ
ー
ト
ク
レ
ー
ブ

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

ケ
ミ
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン
ス
ア
ナ
ラ
イ
ザ

一
時
間
に
つ
き�

七
五
〇
円

を

味
評
価
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
四
〇
〇
円

」

「

滅
菌
用
オ
ー
ト
ク
レ
ー
ブ

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

に
、

味
評
価
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
四
〇
〇
円

」

「

飽
和
蒸
気
調
理
機

一
時
間
に
つ
き�

六
五
〇
円

官
能
評
価
装
置
付
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
装

置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
三
〇
〇
円

を

蛍
光
マ
イ
ク
ロ
プ
レ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー

一
時
間
に
つ
き�

一
、
一
〇
〇
円

」

「

飽
和
蒸
気
調
理
機

一
時
間
に
つ
き�

六
五
〇
円

に
、

蛍
光
マ
イ
ク
ロ
プ
レ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー

一
時
間
に
つ
き�

一
、
一
〇
〇
円

」

「

サ
イ
レ
ン
ト
カ
ッ
タ
ー

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

採
肉
機

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

を

卓
上
型
万
能
高
速
カ
ッ
タ
ー
・
ミ
キ
サ
ー

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

」

「

サ
イ
レ
ン
ト
カ
ッ
タ
ー

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

に
、

卓
上
型
万
能
高
速
カ
ッ
タ
ー
・
ミ
キ
サ
ー

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

」
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「

食
品
脱
水
機

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

魚
体
処
理
機

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

を

腸
詰
機

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

」

「

食
品
脱
水
機

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

に
、

腸
詰
機

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

」

「

吸
光
マ
イ
ク
ロ
プ
レ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー

一
時
間
に
つ
き�

四
五
〇
円

マ
イ
ク
ロ
プ
レ
ー
ト
ウ
ォ
ッ
シ
ャ
ー

一
時
間
に
つ
き�

二
〇
〇
円

を

水
分
活
性
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

」

「

吸
光
マ
イ
ク
ロ
プ
レ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー

一
時
間
に
つ
き�

四
五
〇
円

に
改
め
、
同

水
分
活
性
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き�
五
〇
〇
円

」

表
分
析
・
測
定
関
連
機
器
の
項
中

「

微
小
部
蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置
（
μ－

Ｘ
Ｒ
Ｆ
）

一
時
間
に
つ
き�

三
、
〇
〇
〇
円

炭
素
・
硫
黄
同
時
分
析
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
八
〇
〇
円

を

熱
分
析
シ
ス
テ
ム
（
Ｔ
Ｇ
／
Ｄ
Ｔ
Ａ
、
Ｄ
Ｓ
Ｃ
、
Ｔ
Ｍ

Ａ
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
）

一
時
間
に
つ
き�

一
、
一
〇
〇
円

」

「

微
小
部
蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置
（
μ－

Ｘ
Ｒ
Ｆ
）

一
時
間
に
つ
き�

三
、
〇
〇
〇
円

に
、

熱
分
析
シ
ス
テ
ム
（
Ｔ
Ｇ
／
Ｄ
Ｔ
Ａ
、
Ｄ
Ｓ
Ｃ
、
Ｔ
Ｍ

Ａ
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
）

一
時
間
に
つ
き�

一
、
一
〇
〇
円

」

「

レ
オ
メ
ー
タ
ー
（
Ｍ
Ｃ
Ｒ
３
０
２
）

一
時
間
に
つ
き�

一
、
九
〇
〇
円

Ｄ
Ｎ
Ａ
シ
ー
ク
エ
ン
サ

一
時
間
に
つ
き�

三
、
六
〇
〇
円

を

遺
伝
情
報
解
析
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

一
時
間
に
つ
き�

一
五
〇
円

Ｐ
Ｃ
Ｒ
サ
ー
マ
ル
サ
イ
ク
ラ

一
時
間
に
つ
き�

二
〇
〇
円

」

「

レ
オ
メ
ー
タ
ー
（
Ｍ
Ｃ
Ｒ
３
０
２
）

一
時
間
に
つ
き�

一
、
九
〇
〇
円

に
改
め
る
。

Ｐ
Ｃ
Ｒ
サ
ー
マ
ル
サ
イ
ク
ラ

一
時
間
に
つ
き�

二
〇
〇
円

」

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
食
品
分
析
の
項
中
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「

定
性
分
析

薄
層
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー

一
測
定
に
つ
き�

三
、
六
〇
〇
円

電
気
泳
動

一
測
定
に
つ
き�

五
、
七
〇
〇
円

を

化
学
分
析

重
量
分
析

一
成
分
に
つ
き�

二
、
三
〇
〇
円

」

「

化
学
分
析

重
量
分
析

一
成
分
に
つ
き�

二
、
三
〇
〇
円

」
に
改
め
、
同
表
精
密
測
定
の
項
中

「

寸
法
測
定

一
測
定
に
つ
き�

四
、
六
〇
〇
円

」
を

「

寸
法
測
定

一
測
定
に
つ
き�

五
、
〇
〇
〇
円

」
に
、

「

一
測
定
に
つ
き�

四
、
七
〇
〇
円

を
「

一
測
定
に
つ
き�
五
、
〇
〇
〇
円

に
改
め
、
同
表
放
射

一
測
定
に
つ
き�

二
七
、
七
〇
〇
円

」

一
測
定
に
つ
き�

三
〇
、
〇
〇
〇
円

」

能
・
放
射
線
測
定
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
許
可
が
な
さ
れ
た
使
用
に
係
る
使
用
料
及
び
依
頼
が
な
さ
れ
た
試
験
等
に
係
る
手
数

料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�

　

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
三
号

　
　
　
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条　

削
除

　

第
十
六
条
中
「
並
び
に
免
許
の
申
請
及
び
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
に
係
る
書
類
」
を
「
及
び
特
定
書

類
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
午
後
五
時
」
を
「
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
号　
削
除

　

様
式
第
三
号
中
「不

服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月

」
を
「つ

い
て
不

服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月

」
に
改
め
、「を

す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

」
の
下
に
「た

だ
し
、
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ

て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。

」
を
加
え
、「通

知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

」
を
「処

分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
か
月

」
に
、「当

該
審
査
請
求
に
つ
い
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、「、

宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
に
つ
い
て

」
を
「宮

城
県
を
被
告
と
し
て

（訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城

県
知
事
と
な
り
ま
す
。

）、こ
の
処
分

」
に
改
め
、「提

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

」
の
下
に
「た

だ
し
、
処
分
又
は
裁

決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
又
は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

」
を
加
え

る
。

　

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第 ４号（第５条関係）

宅地建物取引業者名簿

免許証番号 宮城（　　　　）第　　　　　号 免許の年月日 年　　　　月　　　　日

商号又は名称

資本金又は出資金（千円）

代表者の氏名

代表者就任年月日

主たる事務所の所在地

電話番号

兼業の種類 所属団体 保証協会
社員資格取得年月日
営業保証金供託額

　指示又は業務停止の処分

処分の種類 処分条項

根拠条項

処分年月日 処分期間

　事務所・役員・政令で定める使用人に関する事項

事務所の名称、所在地又は氏名、電話番号 役名
設置年月日

登録番号
就任年月日

事務所（主）

役員

政令で定める使用人
事務所（従）

政令で定める使用人
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様
式
第
五
号
中
「不

服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月

」
を
「つ

い
て
不

服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月

」
に
改
め
、「を

す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

」
の
下
に
「た

だ
し
、
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ

て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。

」
を
加
え
、「通

知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

」
を
「処

分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
か
月

」
に
、「当

該
審
査
請
求
に
つ
い
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、「、

宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
に
つ
い
て

」
を
「宮

城
県
を
被
告
と
し
て

（訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城

県
知
事
と
な
り
ま
す
。

）、こ
の
処
分

」
に
改
め
、「提

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

」
の
下
に
「た

だ
し
、
処
分
又
は
裁

決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
又
は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

」
を
加
え

る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
さ
れ
た
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の

免
許
（
同
条
第
三
項
の
免
許
の
更
新
を
含
む
。）
の
申
請
又
は
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
宅
地
建
物

取
引
業
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�

　

証
紙
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
四
号

　
　
　
証
紙
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

証
紙
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
廃
止
条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
）

２�　

証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
「
廃
止
条
例
」
と
い
う
。）
附

則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
未
使
用
証
紙
を
知
事
に
返
還
し
て
現
金
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
証
紙
返
還
申

請
書
（
附
則
様
式
第
一
号
）
に
未
使
用
証
紙
を
添
え
て
、
令
和
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

（
廃
止
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
等
）

３�　

廃
止
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
を
返
還
し
よ
う
と
す
る
者
（
こ
の
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
証
紙
規
則

（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
た
売
り
さ
ば
き
人
を
除
く
。）

は
、
証
紙
返
還
書
兼
還
付
請
求
書
（
附
則
様
式
第
二
号
）
に
返
還
す
べ
き
全
て
の
証
紙
を
添
え
て
、
知
事
に
返
還
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４�　

知
事
は
、
前
項
の
証
紙
の
返
還
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
証
紙
（
消
印
さ
れ
た
も
の
又
は
著
し
く
汚
染
し
、
若
し

く
は
損
傷
し
た
も
の
を
除
く
。）
の
額
面
金
額
の
合
計
額
か
ら
、
旧
規
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
り
さ
ば

き
手
数
料
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
控
除
し

た
額
を
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
返
還
を
し
た
者
に
対
し
、
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
項
中
「
当
該
年
度
に
お
け
る
証
紙
買
受
け
代
金
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
廃
止
条
例
附
則
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
返
還
を
受
け
た
証
紙
の
額
面
金
額
の
合
計
額
」
と
読
み
替
え
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

５�　

廃
止
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
を
返
還
し
よ
う
と
す
る
者
（
旧
規
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知

事
が
特
に
必
要
と
認
め
た
売
り
さ
ば
き
人
に
限
る
。）
は
、
証
紙
返
還
書
（
附
則
様
式
第
三
号
）
に
返
還
す
べ
き
全

て
の
証
紙
を
添
え
て
、
知
事
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
証
紙
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

６�　

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
証
紙
に
つ
い
て
は
、
旧

規
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

７�　

旧
規
則
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
の
報
告
に
係
る
手
数
料
の
交
付
ま
で
の
間
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

８�　

旧
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。



号外第５号　令和７年３月21日　金曜日 （36）宮　　城　　県　　公　　報
附
則
様
式
第
１
号
（
附
則
第
２
項
関
係
）

�
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
殿

�
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
電
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
紙
返
還
申
請
書

　
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
（
令
和
７
年
宮
城
県
条
例
第
36号
）
附
則
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、

未
使
用
証
紙
を
返
還
し
ま
す
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

�
区
　
分

券
種
類

枚
　
　
　
数

金
　
　
　
額

備
　
　
　
考

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

計
枚

円

　
【
振
込
先
】

金
融
機
関
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
店
・
支
店

預
金
種
別

当
座
・
普
通

口
座
名
義
人

ヨ
ミ
ガ
ナ

※
口
座
を
確
認
で
き
る
書
類
（
通
帳
の
写
し
等
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

附
則
様
式
第
２
号
（
附
則
第
３
項
関
係
）

�
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
申
請
者
（
売
り
さ
ば
き
人
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
名
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
代
表
者
　
職
・
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
電
　
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
紙
返
還
書
兼
還
付
請
求
書

　
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
（
令
和
７
年
宮
城
県
条
例
第
36号
）
附
則
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、

保
有
す
る
証
紙
を
返
還
し
ま
す
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
さ
れ
る
よ
う
請
求
し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
返
還
に
係
る
も
の
以
外
の
証
紙
は
保
有
し
て
い
ま
せ
ん
。

還
付
請
求
額

金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

（
内
訳
）

�
区
　
分

券
種
類

枚
　
　
　
数

金
　
　
　
額

手
数
料
に

相
当
す
る
額

差
引
現
金

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

計
枚
（
a）

（
b）

（
a-b）

　
※
算
出
し
た
手
数
料
相
当
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。

　
【
振
込
先
】

金
融
機
関
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
店
・
支
店

預
金
種
別

当
座
・
普
通

口
座
名
義
人

ヨ
ミ
ガ
ナ

　
※
口
座
を
確
認
で
き
る
書
類
（
通
帳
の
写
し
等
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。



（37）　令和７年３月21日　金曜日 号外第５号宮　　城　　県　　公　　報

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
号

　

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

�

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
様
式
第
３
号
（
附
則
第
５
項
関
係
）

�
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
申
請
者
（
売
り
さ
ば
き
人
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
名
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
代
表
者
　
職
・
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
電
　
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
紙

返
還

書

　
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
（
令
和
７
年
宮
城
県
条
例
第
36号
）
附
則
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、

保
有
す
る
証
紙
を
下
記
の
と
お
り
返
還
し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
返
還
に
係
る
も
の
以
外
の
証
紙
は
保
有
し
て
い
ま
せ
ん
。

�
区
　
分

券
種
類
区
分

枚
　
　
　
数

金
　
　
　
額

備
　
　
　
考

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

円
券

枚
円

計
枚

円



号外第５号　令和７年３月21日　金曜日 （38）宮　　城　　県　　公　　報

別表第一（第二条関係）

給　　　　料　　　　表

職員
の
区分

職務
の級 １　　級 ２　　級 ３　　級 ４　　級 ５　　級

号　俸 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

１ 187,200 229,600 249,600 282,700 310,500
２ 188,900 230,400 250,700 283,400 311,900
３ 190,600 231,200 251,700 284,100 313,200
４ 192,400 232,000 252,800 284,800 314,500

５ 194,100 232,700 253,800 285,400 315,600
６ 195,800 233,500 255,000 286,000 316,800
７ 197,400 234,300 256,100 286,600 318,000
８ 199,000 235,100 257,100 287,200 319,100

９ 200,600 235,900 258,200 287,700 320,200
10 202,100 236,600 259,200 288,400 321,300
11 203,600 237,300 260,100 289,000 322,400
12 205,100 238,000 260,600 289,500 323,500

13 206,600 238,700 261,200 289,900 324,500
14 208,000 239,300 261,600 290,500 325,600
15 209,600 239,900 262,000 291,000 326,700
16 211,100 240,500 262,500 291,500 327,900

17 212,700 241,200 263,000 291,800 329,000
18 214,100 241,800 263,600 292,300 330,000
19 215,500 242,400 264,100 292,700 331,100
20 217,000 242,900 264,700 293,100 332,100

21 218,400 243,400 265,500 293,500 333,100
22 219,500 243,900 266,100 293,900 334,100
23 220,600 244,400 266,700 294,300 335,100
24 221,700 244,900 267,600 294,700 336,100

25 222,700 245,400 268,300 295,100 337,100
26 223,600 245,900 269,000 295,500 338,000
27 224,500 246,300 269,600 295,900 339,100
28 225,400 246,800 270,400 296,300 340,200

29 226,300 247,400 271,200 296,700 341,200
30 227,100 247,900 271,900 297,200 342,200
31 227,900 248,400 272,600 297,700 343,200
32 228,800 248,800 273,300 298,300 344,100

33 229,600 249,200 274,300 298,800 345,000
34 230,300 249,700 274,700 299,300 345,900
35 231,000 250,200 275,400 299,800 346,800
36 231,700 250,600 276,100 300,300 347,700

37 232,400 251,000 276,800 300,800 348,600
38 233,000 251,500 277,500 301,500 349,600
39 233,600 252,000 278,200 302,100 350,600
40 234,200 252,400 278,900 302,800 351,500

41 234,900 252,800 279,200 303,400 352,400
42 235,400 253,400 279,800 304,000 353,300
43 235,900 253,900 280,300 304,600 354,300



（39）　令和７年３月21日　金曜日 号外第５号宮　　城　　県　　公　　報

44 236,400 254,300 280,900 305,100 355,100

45 236,900 254,700 281,300 305,600 355,900
46 237,300 255,100 281,800 306,200 356,700
47 237,700 255,500 282,200 306,800 357,500
48 238,100 255,900 282,800 307,400 358,200

49 238,500 256,300 283,100 308,000 358,900
50 238,800 256,700 283,800 308,700 359,700
51 239,100 257,100 284,000 309,400 360,500
52 239,400 257,500 284,500 310,100 361,100

53 239,700 257,900 284,900 310,800 361,800
54 240,000 258,300 285,400 311,500 362,400
55 240,300 258,700 285,900 312,200 363,100
56 240,600 259,100 286,400 312,800 363,800

57 240,800 259,400 286,900 313,400 364,400
58 241,100 259,800 287,500 314,100 364,900
59 241,400 260,200 288,100 314,800 365,400
60 241,700 260,500 288,800 315,400 365,900

61 241,900 260,800 289,400 315,900 366,300
62 242,200 261,200 290,000 316,400

定年
前再
任用
短時
間職
員以
外の
職員

63 242,500 261,600 290,600 317,000
64 242,700 261,900 291,200 317,600

65 242,900 262,200 291,700 318,200
66 243,200 262,500 292,200 318,600
67 243,500 262,800 292,700 319,100
68 243,700 263,100 293,200 319,600

69 243,900 263,300 293,700 319,900
70 244,200 263,600 294,200 320,400
71 244,500 263,900 294,600 320,900
72 244,800 264,100 295,000 321,300

73 244,900 264,300 295,400 321,500
74 245,200 264,600 295,800 321,800
75 245,600 264,900 296,100 322,000
76 245,800 265,100 296,500 322,300

77 245,900 265,300 297,000 322,600
78 246,100 265,600 297,400 322,900
79 246,500 265,900 297,800 323,200
80 246,800 266,100 298,300 323,400

81 246,900 266,300 298,600 323,600
82 247,200 266,600 299,100 323,900
83 247,400 266,900 299,600 324,200
84 247,700 267,100 300,100 324,500

85 247,900 267,300 300,400 324,700
86 248,100 267,500 300,900 325,000
87 248,400 267,800 301,400 325,300
88 248,700 268,100 301,700 325,600

89 248,900 268,400 302,100 325,800
90 249,200 268,500 302,600 326,100
91 249,500 268,800 303,100 326,400



号外第５号　令和７年３月21日　金曜日 （40）宮　　城　　県　　公　　報

92 249,700 269,000 303,600 326,600

93 249,900 269,300 303,900 326,800
94 250,200 269,600 304,300 327,100
95 250,500 269,900 304,800 327,400
96 250,700 270,100 305,300 327,600

97 250,900 270,300 305,700 327,800
98 251,300 270,600 306,100
99 251,600 270,800 306,400
100 251,800 271,100 306,700

101 252,000 271,300 307,000
102 252,300 271,500 307,400
103 252,600 271,800 307,700
104 252,700 272,100 308,100

105 252,900 272,300 308,400
106 272,500 308,800
107 272,800 309,200
108 273,000 309,500

109 273,300 309,700
110 273,600 310,000
111 273,900 310,400
112 274,100 310,600

113 274,300 310,800
114 274,600 311,100
115 274,800 311,400
116 275,000 311,600

117 275,300 311,800
118 275,600 312,100
119 275,900 312,400
120 276,100 312,600

121 276,300 312,800
122 276,500 313,100
123 276,800 313,400
124 277,100 313,600

125 277,300 313,800
126 277,500 314,100
127 277,800 314,400
128 278,100 314,600

129 278,300 314,800
130 278,500
131 278,800
132 279,100

133 279,300
134 279,500
135 279,800
136 280,100

137 280,300
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基 　 　 準
給 料 月 額

基 　 　 準
給 料 月 額

基 　 　 準
給 料 月 額

基 　 　 準
給 料 月 額

基 　 　 準
給 料 月 額

円 円 円 円 円

199,500 210,700 229,300 250,600 282,100
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別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

　
　
　
　

初　
　

任　
　

給　
　

基　
　

準　
　

表

職　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

種

学　

歴

初　
　

任　
　

給

　

技
師
（
運
転
技
術
）、
技
師
（
電
話
交
換
）、
技
師
（
巡
視
）、
技

師
（
機
械
操
作
）、
技
師
（
寮
母
）、
主
事
（
事
務
補
）、
技
師
（
庁
務
）、

技
師
（
甲
板
業
務
）、
技
師
（
調
理
）、
技
師
（
農
場
業
務
）、
技
師
（
看

護
補
助
）、
技
師
（
試
験
検
査
補
助
）
及
び
技
師
（
獣
疫
衛
生
）

高
校
卒

一
級
五
号
俸

　

技
師
（
機
械
操
作
）、
技
師
（
甲
板
業
務
）
及
び
技
師
（
調
理
）

の
う
ち
、
船
舶
に
乗
り
組
ん
で
行
う
船
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
本
務

と
す
る
職
員

高
校
卒

一
級
十
七
号
俸

中
学
卒

一
級
五
号
俸

　

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（43）　令和７年３月21日　金曜日 号外第５号宮　　城　　県　　公　　報

別表第四（第三条関係）

昇　格　時　号　俸　対　応　表

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸　　

昇格後の号俸 昇格した日の
前日に受けて
いた号俸　　

昇格後の号俸 昇格した日の
前日に受けて
いた号俸　　

昇格後の号俸

２級 ３級 ４級 ５級 ２級 ３級 ４級 ５級 ２級 ３級 ４級 ５級
1 1 1 1 1 51 31 32 23 18 101 55 58 65
2 1 1 1 1 52 32 32 24 18 102 55 58 66
3 1 1 1 1 53 33 33 25 19 103 55 59 67
4 1 1 1 1 54 34 34 26 19 104 55 59 68
5 1 1 1 1 55 35 35 27 20 105 55 59 69
6 1 1 1 1 56 36 36 28 20 106 60 69
7 1 1 1 1 57 37 37 29 21 107 60 70
8 1 1 1 1 58 38 38 30 21 108 60 70
9 1 1 1 1 59 39 39 31 22 109 61 71
10 1 1 1 1 60 40 40 32 22 110 61 71
11 1 1 1 1 61 41 41 33 23 111 61 72
12 1 1 1 1 62 42 42 34 23 112 61 72
13 1 1 1 1 63 43 43 35 24 113 62 72
14 1 2 1 1 64 44 44 36 24 114 62 72
15 1 3 1 1 65 45 45 37 25 115 62 72
16 1 4 1 1 66 45 45 38 25 116 62 72
17 1 5 1 1 67 45 46 39 25 117 63 72
18 1 6 1 1 68 46 46 40 25 118 63 72
19 1 7 1 1 69 46 47 41 26 119 63 72
20 1 8 1 1 70 46 47 42 26 120 63 72
21 1 9 1 1 71 47 48 43 26 121 63 72
22 2 10 1 1 72 47 48 44 26 122 63 72
23 3 11 1 2 73 47 49 45 27 123 63 72
24 4 12 1 2 74 48 49 46 27 124 63 72
25 5 13 1 3 75 48 49 47 27 125 63 72
26 6 13 1 3 76 48 50 48 27 126 63 72
27 7 14 1 4 77 49 50 49 28 127 63 72
28 8 14 1 4 78 49 50 50 28 128 63 72
29 9 15 1 5 79 49 51 51 28 129 63 72
30 10 15 2 6 80 50 51 52 28 130 63
31 11 16 3 7 81 50 51 53 28 131 63
32 12 16 4 8 82 50 52 54 28 132 63
33 13 17 5 9 83 51 52 55 29 133 63
34 14 18 6 9 84 51 52 56 29 134 63
35 15 19 7 10 85 51 53 57 29 135 63
36 16 20 8 10 86 52 53 57 29 136 63
37 17 21 9 11 87 52 53 58 29 137 63
38 18 22 10 11 88 52 54 58 29
39 19 23 11 12 89 52 54 59 30
40 20 24 12 12 90 52 54 59 30
41 21 25 13 13 91 53 55 60 30
42 22 26 14 13 92 53 55 60 30
43 23 27 15 14 93 53 55 61 30
44 24 28 16 14 94 53 56 61 30
45 25 29 17 15 95 53 56 62 31
46 26 29 18 15 96 54 56 62 31
47 27 30 19 16 97 54 57 63 31
48 28 30 20 16 98 54 57 63
49 29 31 21 17 99 54 57 64
50 30 31 22 17 100 54 58 64

備考　この表の昇格後の号俸欄中「２級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
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附
　
則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
号
俸
の
切
替
え
）

２�　

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
の
前
日
に
お
い
て
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

程
別
表
第
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
が

附
則
別
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
あ
っ
た
も
の
の
施
行
日
に
お
け
る
号
俸
（
次
項
及
び
同
表
に
お
い
て

「
新
号
俸
」
と
い
う
。）
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び
同
日
に
お
い
て
そ

の
者
が
受
け
て
い
た
号
俸
（
同
表
に
お
い
て
「
旧
号
俸
」
と
い
う
。）
に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
号
俸
と
す
る
。

　

（
施
行
日
前
の
異
動
者
の
号
俸
の
調
整
）

３�　

施
行
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
新
号
俸
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
施
行
日
に
お
い
て
当

該
異
動
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

４　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
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附則別表（附則第二項関係）

号俸の切替表

旧号俸
新　　　号　　　俸

１級 ３級 ４級 ５　　級
１ １ １ １ １
２ １ １ １ １
３ １ １ １ １
４ １ １ １ １
５ １ １ １ １
６ １ ２ ２ １
７ １ ３ ３ １
８ １ ４ ４ １
９ １ ５ ５ １
10 １ ６ ６ ２
11 １ ７ ７ ３
12 １ ８ ８ ４
13 １ ９ ９ ５
14 １ 10 10 ６
15 １ 11 11 ７
16 １ 12 12 ８
17 １ 13 13 ９
18 ２ 14 14 10
19 ３ 15 15 11
20 ４ 16 16 12
21 ５ 17 17 13
22 ６ 18 18 14
23 ７ 19 19 15
24 ８ 20 20 16
25 ９ 21 21 17
26 10 22 22 18
27 11 23 23 19
28 12 24 24 20
29 13 25 25 21
30 14 26 26 22
31 15 27 27 23
32 16 28 28 24
33 17 29 29 25
34 18 30 30 26
35 19 31 31 27
36 20 32 32 28
37 21 33 33 29
38 22 34 34 30
39 23 35 35 31
40 24 36 36 32
41 25 37 37 33
42 26 38 38 34
43 27 39 39 35
44 28 40 40 36
45 29 41 41 37
46 30 42 42 38
47 31 43 43 39
48 32 44 44 40
49 33 45 45 41
50 34 46 46 42
51 35 47 47 43
52 36 48 48 44
53 37 49 49 45
54 38 50 50 46
55 39 51 51 47
56 40 52 52 48
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57 41 53 53 49
58 42 54 54 50
59 43 55 55 51
60 44 56 56 52
61 45 57 57 53
62 46 58 58 54
63 47 59 59 55
64 48 60 60 56
65 49 61 61 57
66 50 62 62 58
67 51 63 63 59
68 52 64 64 60
69 53 65 65 61
70 54 66 66
71 55 67 67
72 56 68 68
73 57 69 69
74 58 70 70
75 59 71 71
76 60 72 72
77 61 73 73
78 62 74 74
79 63 75 75
80 64 76 76
81 65 77 77
82 66 78 78
83 67 79 79
84 68 80 80
85 69 81 81
86 70 82 82
87 71 83 83
88 72 84 84
89 73 85 85
90 74 86 86
91 75 87 87
92 76 88 88
93 77 89 89
94 78 90 90
95 79 91 91
96 80 92 92
97 81 93 93
98 82 94 94
99 83 95 95
100 84 96 96
101 85 97 97
102 86 98
103 87 99
104 88 100
105 89 101
106 90 102
107 91 103
108 92 104
109 93 105
110 94 106
111 95 107
112 96 108
113 97 109
114 98 110
115 99 111
116 100 112
117 101 113
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118 102 114
119 103 115
120 104 116
121 105 117
122 118
123 119
124 120
125 121
126 122
127 123
128 124
129 125
130 126
131 127
132 128
133 129
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〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
四
号

　

訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

�

訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
公
表
さ
れ
て
い
る
訓
令
（
以
下
「
既
存
訓
令
」
と
い
う
。）
の

形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第
二
条　

既
存
訓
令
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
訓
令
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
訓
令
（
以
下
「
改
正
後
訓
令
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
訓
令
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
訓
令
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
訓
令
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一�　

章
、
節
、
款
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ

て
い
る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

二　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

�

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

四�　

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に
よ
る
片

仮
名

五�　

号
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト

　

る
当
該
文
字

六�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

七�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

八�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

九�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
四
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に
よ
る
片

仮
名

十�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
五
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト

十�

一　

表
中
そ
の
内
容
を
第
六
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順

に
よ
る
小
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

十
二　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

１�　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の

　

２　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

３�　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

４�　

数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十
、
百

及
び
千
を
除
く
。）

　

５　

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
。）

十�

三　

左
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

次

十�

四　

右
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い

上
記
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ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

十
五　

上
欄

左
欄

十
六　

下
欄

右
欄

十�

七　

よ
う
音
に
用
い
る「
や
」、「
ゆ
」、「
よ
」、「
ヤ
」、「
ユ
」

又
は
「
ヨ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」、「
ゅ
」、「
ょ
」、「
ャ
」、「
ュ
」

又
は
「
ョ
」

十
八　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

十
九　

読
点
と
し
て
表
記
す
る
「，
」

「、

」

２�　

前
項
の
表
十
三
の
項
か
ら
十
六
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い

る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３�　

第
一
項
の
表
三
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
及
び
十
三
の
項
か
ら
十
九
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を
引
用

す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４�　

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
四
号

　

告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
告
示

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
公
表
さ
れ
て
い
る
告
示
（
以
下
「
既
存
告
示
」
と
い
う
。）
の

形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第
二
条　

既
存
告
示
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
告
示
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一�　

章
、
節
、
款
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ

て
い
る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

二　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

�

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

四�　

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に
よ
る
片

仮
名

五�　

号
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト

六�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

七�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

八�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名
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九�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
四
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

　

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に
よ
る
片

仮
名

十�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
五
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト

十�

一　

表
中
そ
の
内
容
を
第
六
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順

に
よ
る
小
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

十
二　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

１�　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の

　

２　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

３�　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
。）

　

４�　

数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十
、
百

及
び
千
を
除
く
。）

　

５　

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

十�

三　

左
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

次

十�

四　

右
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

上
記

十
五　

上
欄

左
欄

十
六　

中
段

中
欄

十
七　

下
欄
又
は
下
段

右
欄

十�

八　

よ
う
音
に
用
い
る「
や
」、「
ゆ
」、「
よ
」、「
ヤ
」、「
ユ
」

又
は
「
ヨ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」、「
ゅ
」、「
ょ
」、「
ャ
」、「
ュ
」

又
は
「
ョ
」

十
九　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

二
十　

読
点
と
し
て
表
記
す
る
「，

」

「、

」

２�　

前
項
の
表
十
三
の
項
か
ら
十
七
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い

る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３�　

第
一
項
の
表
三
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
及
び
十
三
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を
引
用

す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４�　

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

議

会

　

宮
城
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
議
会
議
長　
　

髙　
　

橋　
　

伸　
　

二　
　
　

〇
宮
城
県
議
会
規
則
第
一
号

　
　
　

�

宮
城
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
議
会
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
出
産
」
の
下
に
「（
配
偶
者
の
出
産
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

　

第
百
三
条
中
「
つ
」
を
「
っ
」
に
改
め
、「
議
場
」
の
下
に
「
及
び
傍
聴
席
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

宮
城
県
議
会
会
議
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
議
会
議
長　
　

髙　
　

橋　
　

伸　
　

二　
　
　

〇
宮
城
県
議
会
規
則
第
二
号

　
　
　

宮
城
県
議
会
会
議
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
宮
城
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
議
会
規
則
。
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公

布
さ
れ
て
い
る
宮
城
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
含
む
。
以
下
「
既
存
規
則
」
と
い
う
。）
の
形

式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。



（51）　令和７年３月21日　金曜日 号外第５号宮　　城　　県　　公　　報
　

（
形
式
の
変
更
）

第
二
条　

既
存
規
則
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
則
（
以
下
「
改
正
後
規
則
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
則
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
規
則
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
規
則
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一　

章
及
び
条
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

二　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

四�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

五　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

１�　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の

　

２　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

３�　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

４�　

数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十
、
百

及
び
千
を
除
く
。）

　

５　

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
。）

六　

上
欄

左
欄

七　

下
欄

右
欄

八�　

よ
う
音
に
用
い
る
「
や
」、「
ゆ
」、「
よ
」、「
ヤ
」、「
ユ
」

又
は
「
ヨ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」、「
ゅ
」、「
ょ
」、「
ャ
」、「
ュ
」

又
は
「
ョ
」

九　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

２�　

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第�

四
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

〇
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
二
号

　

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
宮
城
県
議
会
の
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
議
会
議
長　
　

髙　
　

橋　
　

伸　
　

二　
　
　

　
　
　

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
宮
城
県
議
会
の
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
程
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
宮
城
県
議
会
の
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
令
和
七
年
宮
城

県
条
例
第
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
又
は
議
長
若
し
く
は
議
員
若
し
く
は
議
会
の

事
務
局
の
職
員
で
あ
っ
て
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
独
立
に
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
「
議

会
等
」
と
い
う
。）
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
そ
の
他
の
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
規
程
で
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２　

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　

電
子
署
名　

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

　
　

イ�　

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電

子
署
名

　
　

ロ�　

政
府
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の
他
政
府
が
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。）
の
官
職
証
明
書
に

基
づ
く
電
子
署
名

　
　

ハ�　

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の
他
地

方
公
共
団
体
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
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う
。）
の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名

　

二�　

電
子
証
明
書　

議
会
等
に
対
し
て
通
知
を
行
う
者
又
は
議
会
等
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る
電
磁

的
記
録
（
議
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
お
い
て
識
別
で
き
る

も
の
に
限
る
。）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

　
　

イ�　

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
登
記
官
が
作
成
し
た
も
の

　
　

ロ�　

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た
も
の

　
　

ハ�　

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書

　
　

ニ　

そ
の
他
議
長
が
定
め
る
も
の

　

（
申
請
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
）

第�

三
条　

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
議
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
、
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
議
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。

　

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第�

四
条　

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
議
会
等
に
対
し
て
申
請

等
を
行
う
者
は
、
議
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
す
べ
き
事
項
又
は
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
前
条

の
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
通
知
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
（
申
請
等
を
行
う
者

が
議
員
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証

す
る
電
子
証
明
書
が
併
せ
て
送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
議
長
の
指
定

す
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３�　

条
例
等
の
規
定
に
よ
り
同
一
内
容
の
書
面
等
を
複
数
必
要
と
す
る
申
請
等
（
副
本
又
は
写
し
を
正
本
と
併
せ
必
要

と
す
る
も
の
を
含
む
。）
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
す
べ
き
又
は
記

載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ
の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
又
は
記
載
さ
れ
て

い
る
事
項
の
入
力
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

　

（
情
報
通
信
技
術
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
）

第�

五
条　

条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用

す
る
方
法
で
あ
っ
て
議
長
が
定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納

付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。

　

（�

申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め

ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

第
六
条　

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
議
長
が
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

　

一�　

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
議
長
が
認
め
る
場
合

　

二�　

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
議
長
が
認
め
る
場
合

　

（
処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
）

第�

七
条　

条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
議
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
、
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
議
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織

と
す
る
。

　

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

第�

八
条　

議
会
等
は
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知

等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
議

会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
処
分
通
知
等
を
受
け
る
旨
の
表
示
の
方
式
）

第�

九
条　

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
議
長
が
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方

式
と
す
る
。

　

一�　

第
七
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
符
号
の
入
力

　

二�　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
議
長
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
届
出

　

（�

処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と

認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

第
十
条　

条
例
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
議
長
が
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

　

一　

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
議
長
が
認
め
る
場
合

　

二�　

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
議
長
が
認
め
る
場

合

　

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
）

第�

十
一
条　

議
会
等
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項

を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
、
議
会
等
の

事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
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し
た
書
類
に
よ
る
方
法
に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

第�
十
二
条　

議
会
等
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作

成
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
議
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）

を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

第�

十
三
条　

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
議
長
が
定
め
る
も
の

は
、
電
子
署
名
（
申
請
等
を
行
う
者
が
議
員
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を

確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電
子
証
明
書
が
併
せ
て
送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
及
び
第
四
条
第
二

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。

２�　

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
議
長
が
定
め
る
も
の
は
、
電

子
署
名
と
す
る
。

３�　

条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
議
長
が
定
め
る
も
の
は
、
電

子
署
名
と
す
る
。

　

（
そ
の
他
の
手
続
等
）

第�

十
四
条　

議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
手
続
等
（
条
例
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
条
例
等
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
及
び
こ
の
規
程

の
規
定
の
例
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第�

十
五
条　

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
手
続
等
を
、
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
必
要
な
事
項

は
、
議
長
が
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

〇
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
三
号

　

宮
城
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
議
会
議
長　
　

髙　
　

橋　
　

伸　
　

二　
　
　

　
　
　

�

宮
城
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
令
和
五
年
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
六
号
中
「
保
険
者
番
号
及
び
加
入
者
等
記
号
・
番
号
」
を
「
加
入
者
等
記
号
・
番
号
等
」
に
改
め
、
同
条

第
七
号
中
「
保
険
者
番
号
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
」
を
「
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中

「
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
記
号
・
番
号
」
を
「
被
保
険
者
記
号
・
番
号
等
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
番
号
」

の
下
に
「
又
は
同
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
免
許
情
報
記
録
の
番
号
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
号
中
「
保

険
者
番
号
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
」
を
「
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
中
「
保
険
者
番

号
及
び
被
保
険
者
番
号
」
を
「
被
保
険
者
番
号
等
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
中
「
定
め
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
八
項
中
「
又
は
報
酬
、
福
利
厚
生
」
を
「
若
し
く
は
報
酬
若
し
く
は
福
利
厚
生
」
に
、「
そ
の
他
」
を
「
又

は
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
」
を
削
る
。

　

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
通
知
」
を
「
際
に
通
知
す
べ
き
事
項
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「
□健

康
保
険
被
保
険
者
証

」
を
削
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
□健

康
保
険
被
保
険
者
証

」
を
削
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「第

36条

」
の
下
に
「第

１
項

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
十
五
号
中
「の

特
定
す
る

」
を
「を

特
定
す
る

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
中
「
□健

康
保
険
被
保
険
者
証

」
を
削
る
。

　

様
式
第
二
十
号
中
「第

43条

」
の
下
に
「第

１
項

」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
十
号
の
改
正
規
定
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
三

月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３�　

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
宮
城
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

条
例
施
行
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
宮
城
県
議
会
の
保
有

す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。
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教
育
委
員
会

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
宮
城
県
教
育
委
員
会

規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
（
そ
の
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
（
そ
の
１
）（
第
３
条
関
係
）

行
政
職
給
料
表
の
各
級
に
相
当
す
る
職
務
の
級

行
政
職
給
料
表

公
安
職
給
料
表

教
育
職
給
料
表

㈠
教
育
職
給
料
表

㈡
研
究
職
給
料
表

医
療
職
給
料
表

㈠
医
療
職
給
料
表

㈡
医
療
職
給
料
表

㈢
給
与
条
例
第
25条

に
規
定
す
る
職
員

８
級

９
級

４
級

５
級

４
級

７
級

８
級

３
級

４
級
３
級
の
９
号
俸
以

上
４
級
の
49号
俸
以

上
７
級

６
級

７
級

４
級
の
48号
俸
以

下
３
級

６
級

６
級

５
級

６
級

特
２
級
の
９
号
俸

以
上
２
級
の
49号
俸
以

上

３
級
の
８
号
俸
以

下特
２
級
の
９
号
俸

以
上
２
級
の
61号
俸
以

上

２
級

４
級

５
級

特
２
級
の
８
号
俸

以
下
２
級
の
37号
俸
か

ら
48号
俸
ま
で

特
２
級
の
８
号
俸

以
下
２
級
の
45号
俸
か

ら
60号
俸
ま
で

３
級

５
級
の
５
号
俸
以

上
５
級
の
13号
俸
以

上
５
級

３
級

４
級

２
級
の
25号
俸
か

ら
36号
俸
ま
で

１
級
の
89号
俸
以

上

２
級
の
33号
俸
か

ら
44号
俸
ま
で

１
級
の
89号
俸
以

上

２
級
の
45号
俸
以

上
１
級

５
級
の
４
号
俸
以

下４
級
３
級
の
21号
俸
以

上

５
級
の
12号
俸
以

下４
級
３
級
の
21号
俸
以

上

４
級

２
級

３
級
２
級
の
29号
俸
以

上１
級
の
37号
俸
以

上

２
級
の
５
号
俸
か

ら
24号
俸
ま
で

１
級
の
37号
俸
か

ら
88号
俸
ま
で

２
級
の
17号
俸
か

ら
32号
俸
ま
で

１
級
の
37号
俸
か

ら
88号
俸
ま
で

２
級
の
５
号
俸
か

ら
44号
俸
ま
で

１
級
の
41号
俸
以

上

３
級
の
20号
俸
以

下２
級
の
17号
俸
以

上

３
級
の
20号
俸
以

下２
級
の
25号
俸
以

上

３
級
２
級
の
17号
俸
以

上

１
級

２
級
の
28号
俸
以

下１
級
の
36号
俸
以

下

２
級
の
４
号
俸
以

下１
級
の
36号
俸
以

下

２
級
の
16号
俸
以

下１
級
の
36号
俸
以

下

２
級
の
４
号
俸
以

下１
級
の
40号
俸
以

下

２
級
の
16号
俸
以

下１
級

２
級
の
24号
俸
以

下１
級

２
級
の
16号
俸
以

下１
級



号外第５号　令和７年３月21日　金曜日 （56）宮　　城　　県　　公　　報
　

別
表
（
そ
の
二
）
中
「、

特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員

（一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

（平

成
15年
宮
城
県
条
例
第
９
号
。
以
下

「任
期
付
職
員
条
例

」と
い
う
。

）第
２
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

）

及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

（任
期
付
職
員
条
例
第
２
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

）」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
後
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の

施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以

後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
施
行
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
施
行
日
前

の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
施
行
日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�
宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
高
校
卒
の
項
中
「
三
十
三
号
俸
」
を
「
十
七
号
俸
」
に
改
め
、
同
表
中
学
卒
の
項
中
「
二
十
一
号
俸
」
を

「
五
号
俸
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
給
料
号
俸
に
関
す
る
特
例
）

２�　

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
一
級
に
決
定
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
採
用
の
日
の
属
す
る
年

度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
い
て
六
十
歳
以
上
で
あ
る
も
の
の
初
任
給
の
号
俸
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
宮
城
県
教
育

委
員
会
に
属
す
る
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
号
俸
が
二
十
二
号
俸
を
超
え
る

場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
二
十
二
号
俸
と
す
る
。

　

（
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

３�　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
二
年
宮

城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
一
―
四
（
人
事
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則
）
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
一
―
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
。

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
規
則
（
以
下
「
既
存
規
則
」
と
い
う
。）
の

形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第
二
条　

既
存
規
則
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
則
（
以
下
「
改
正
後
規
則
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
則
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
規
則
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
規
則
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
規
則
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一�　

章
、
節
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い

る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

二　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三�　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名



（57）　令和７年３月21日　金曜日 号外第５号宮　　城　　県　　公　　報

　

�

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

四�　

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

�

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に
よ
る

仮
名

五�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

六�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

七�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

八　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

１�　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の

　

２�　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

３�　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

４�　

数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十
、
百

及
び
千
を
除
く
。）

　

５　

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
。）

九�　

左
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

次

十�　

右
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

上
記

十
一　

上
欄

左
欄

十
二　

下
欄

右
欄

十�

三　

よ
う
音
に
用
い
る「
や
」、「
ゆ
」、「
よ
」、「
ヤ
」、「
ユ
」
そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」、「
ゅ
」、「
ょ
」、「
ャ
」、「
ュ
」

　

又
は
「
ヨ
」

又
は
「
ョ
」

十
四　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

十
五　

「
へ
き

0

0

地
」

「
へ
き
地
」

十
六　

読
点
と
し
て
表
記
す
る
「，

」

「、

」

２�　

前
項
の
表
九
の
項
か
ら
十
二
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
既
存
規
則
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る

表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３�　

第
一
項
の
表
三
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
及
び
九
の
項
か
ら
十
六
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る

部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４�　

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、事
務
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
局
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
―
五
十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
条
例
第
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
三
歳
に
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
」
を
削
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
十
号
中
「
負
傷
し
又
は
」
を
「
負
傷
し
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
そ
の
子
の
看
護
」
の
下

に
「
又
は
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
由
に
伴
う
そ
の
子
の
世
話
」
を
加
え
る
。
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
に
行
わ
れ
た
条
例
第
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
（
三
歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。）
の
う
ち
、

施
行
日
を
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
第
十
四
条
第
一
項
中
「
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日
の
前
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、「
施
行
日
」

と
す
る
。

�

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�
宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
―
五
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
条
例
第
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
三
歳
に
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
」
を
削
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
第
二
十
号
中
「
負
傷
し
又
は
」
を
「
負
傷
し
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
そ
の
子
の
看
護
」
の
下
に
「
又

は
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
由
に
伴
う
そ
の
子
の
世
話
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
に
行
わ
れ
た
条
例
第
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
（
三
歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。）
の
う
ち
、

施
行
日
を
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
第
十
二
条
第
一
項
中
「
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日
の
前
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、「
施

行
日
」
と
す
る
。

�

〇
宮
城
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

　

人
事
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

　
　
　

人
事
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
訓
令
（
以
下
「
既
存
訓
令
」
と
い
う
。）
の

形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第�

二
条　

既
存
訓
令
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
訓
令
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
訓
令
（
以
下
「
改
正
後
訓
令
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
訓
令
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
訓
令
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第�

三
条　

既
存
訓
令
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一　

章
、
条
及
び
表
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

二　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三�　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

四�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

五�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字
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六�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

七�　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

１�　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

　
　

�

る
も
の

　

２�　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

３�　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

４�　

数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十
、
百

及
び
千
を
除
く
。）

　

５　

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
。）

八　

上
欄

左
欄

九　

下
欄

右
欄

十　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

２�　

前
項
の
表
八
の
項
及
び
九
の
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
及
び

様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３�　

第
一
項
の
表
三
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
及
び
十
の
項
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

４�　

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、事
務
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
局
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
七
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
基
準
等
）
の
一
部
の
委
任
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

一�　

二
中
（
二
十
六
）
か
ら
（
二
十
九
）
ま
で
を
（
二
十
七
）
か
ら
（
三
十
）
と
し
、（
二
十
五
）
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

　

�　

（
二
十
六
）　

規
則
第
八
―
五
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
由
に
つ
い

て
定
め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

�

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
四
年
人
事
委
員
会
告
示
第
九
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
基
準
等
）
の
一
部
の
委
任
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

一�　

二
中
（
十
七
）
か
ら
（
二
十
一
）
ま
で
を
（
十
八
）
か
ら
（
二
十
二
）
と
し
、（
十
六
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

　
　

�

（
十
七
）　

規
則
第
八
―
六
第
二
十
条
第
一
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
定

め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

�

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

　
　
　

人
事
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
告
示

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
告
示
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
告
示
（
以
下
「
既
存
告
示
」
と
い
う
。）
の
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形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第
二
条　

既
存
告
示
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
告
示
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

二�　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

三�　

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に
よ
る
片

仮
名

四�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

五�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

六�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

七�　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

１�　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の

　

２�　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

３�　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
。）

　

４�　

数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十
、
百

及
び
千
を
除
く
。）

　

５　

一
の
項
に
定
め
る
も
の

２�　

第
一
項
の
表
二
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３�　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、事
務
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第�

四
条　

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
局
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

労
働
委
員
会

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
労
働
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

会　

長　
　

水　
　

野　
　

紀　
　

子　
　
　

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

宮
城
県
労
働
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
規
則
（
以
下
「
既
存
規
則
」
と
い
う
。）
の

形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第�

二
条　

既
存
規
則
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
則
（
以
下
「
改
正
後
規
則
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
則
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
規
則
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

　

（
用
字
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
規
則
中
漢
数
字
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
改
め
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）
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第
四
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
労
働
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

会　

長　
　

水　
　

野　
　

紀　
　

子　
　
　

　
　
　

宮
城
県
労
働
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
公
表
さ
れ
て
い
る
訓
令
（
以
下
「
既
存
訓
令
」
と
い
う
。）
の

形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第�

二
条　

既
存
訓
令
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
訓
令
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
訓
令
（
以
下
「
改
正
後
訓
令
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
訓
令
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
訓
令
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
訓
令
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一�　

章
、
節
、
款
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ

て
い
る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

二　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三�　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

四�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

ア
ラ
ビ
ア
数
字

　

�

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

五�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

六　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

１�　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の

　

２�　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

３�　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

４�　

数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十
、
百

及
び
千
を
除
く
。）

　

５�　

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
。）

七　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

２�　

前
項
の
表
三
の
項
か
ら
五
の
項
ま
で
及
び
七
の
項
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
労
働
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

会　

長　
　

水　
　

野　
　

紀　
　

子　
　
　

　
　
　

宮
城
県
労
働
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
告
示

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
公
表
さ
れ
て
い
る
告
示
（
以
下
「
既
存
告
示
」
と
い
う
。）
の

形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
形
式
の
変
更
）

第
二
条　

既
存
告
示
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

　

（
用
字
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
告
示
中
漢
数
字
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
改
め
る
。

２�　

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


